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１ 策定の背景 

令和３年(2021 年)２月に熊本県食料・農業・農村基本計画を策定し、熊本地震や令

和２年７月豪雨からの復旧・復興、新型コロナウイルス感染症の影響緩和とともに、

稼げる「くまもと農業」の実現に向けて様々な施策を講じてきました。 

具体的には、水稲オリジナル品種「くまさんの輝き」の普及拡大、「くまもと黒毛和

牛」や「くまもとあか牛」などの農畜産物のブランド力向上などにより、競争力の強

化を図りました。 

また、労働力が減少する中、基盤整備による農地の大区画化、水田の汎用化や農地

の集積・集約化に加え、防除用ドローンや酪農の搾乳ロボット、施設園芸の環境制御

機器などのスマ―ト農業技術の現地導入を進め、生産性・収益性の高い農畜産業経営

の確立を図りました。 

担い手の確保・育成の取組みについては、相談・研修・就農・定着まで、切れ目の

ない支援を展開するとともに、「くまもと農業経営継承支援センター」を開設し、経営

継承の支援体制の強化を図りました。 

このほか、中山間地域対策では、持続可能なモデル地域形成を全国に先駆けて支援

し、地域の特産物を活かした新たな価値の創出による、農業＋αの所得確保に取り組

み、地域の活力向上を図ってきました。 

このように、様々な施策を展開した結果、本県農畜産業は、熊本地震、令和２年７

月豪雨災害、新型コロナウイルスの感染拡大などの困難な状況に直面する中、全国上

位の認定新規就農者数や認定農業者数を維持し、農業産出額や生産農業所得が向上す

るなど、「稼げる農業」の実現に向けた成果が着実に現れています。 

しかし、将来に向けては、依然として進展する生産者の減少・高齢化に加え、国内

人口の減少に伴う需要の減少、生産資材の高騰、気候変動に伴う異常気象の頻発化な

ど、不安や不確定要素が大きくなっています。また、半導体企業等の進出に伴い、主

要産地の農畜産物の生産環境が急速に変化するなど、これまでに経験したことがない

情勢変化や課題への対応が求められています。 

そこで、今回、社会構造や自然環境などの多くの変化に柔軟に対応しながら本県の

農業・農村が持続的に発展していくため、これまでの計画を見直し、目指すべき姿に

向け重点的に取り組む課題や施策を示していくこととします。 

 

２ 計画の期間 

この計画は、「くまもと新時代共創基本方針」と歩調を合わせた農業・農村に係る具

体的な振興計画として、令和９年度(2027 年度)までを計画年度とします。 

また、農業・農村をめぐる情勢変化に対応して効率的な施策展開が図られるよう、

必要に応じ見直すものとします。 

 

はじめに（計画の策定に当たって） 



３ 県民の皆さまとの協働 

食料・農業・農村を取り巻く諸課題は、農業者だけでなく、農畜産物の合理的な価

格形成も含め、消費者など県民の皆さまの十分な理解を得た上で、県民一人ひとりの

行動によって解決していく必要があるものです。さらに、食料安全保障や農業・農村

が有する多面的機能など、都市部の住民にも本県の農業・農村が果たす役割をしっか

りと認識して頂くことも重要です。 

したがって、この計画は、本県の農業・農村の維持、発展に向け、農業者をはじめ県

民総参加で取り組む方向性を示す指針であるとともに、県民の皆さまに対するメッセ

ージとしての性格を持っています。 



 

「食のみやこ熊本県」の創造に向けた取組みについて 

 

  ・本県は、天草などの海から阿蘇等の標高の高い山間地域まで変化に富んだ地形や気

候、球磨川などの一級河川や豊富な地下水を活かして、多種多様で魅力ある農林畜

水産物が生産されています。 

・また、各地域の豊かな地域資源や風土に加え、地元の人々が育んだ郷土料理・伝統

食、県産酒も多く、独自の食文化が形成されています。 

・「食のみやこ熊本県」の創造とは、このような日本の食を支えている本県の農林畜

水産物と食文化が持つポテンシャルを最大限に活用し、関係者が一丸となって、

「食」を通じて国内外の人々を魅了し、「稼げる農林畜水産業」の実現や「熊本の

食関連産業」の発展につなげる施策です。 

・要となる農林畜水産業の担い手確保・育成の他、令和６年（2024 年）10 月に新設

した「食のみやこ推進局」を中心に推進ビジョンを定め、生産・加工から販売に至

るまでの過程の磨き上げなどによる高付加価値化、商工業や観光産業との連携強化

に取り組み、将来にわたり持続的で活力あふれる熊本を目指します。 

  ・熊本県食料・農業・農村基本計画では、具体的な取組みとして、担い手確保・育

成、生産性向上・競争力強化、高付加価値化・販売力強化などを取りまとめていま

す。 

取組みイメージ図 



 

 

 

 

 

 

１ くまもとの農畜産業の概況 

（１）農業産出額の推移 

○ 農産物などの価格に生産量を乗じた農業産出額は、平成２年（1990 年）の 4,016 億

円をピークに長らく下落傾向が続き、2,984 億円（平成 18 年（2006 年））まで減少し

ましたが、以降、増加に転じています。近年、主食用米や工芸農作物の作付け減少が

見られる一方、野菜、肉用牛及び生乳生産の伸びや畜産物価格の上昇等によって    

令和５年（2023 年）の農業産出額は 3,757 億円（全国第５位）となっています。 

○ 品目別の産出額は、畜産が 37％、野菜が 36％、果実が 10％、米が 9％と一部品目へ

の偏りが少なくバランスが良いことが本県の特徴となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 くまもとの農畜産業の今 

■ 農業産出額の推移 
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（２）全国に占める熊本県農業の地位 

 ○ 主要農畜産物の生産量で見ると、全国１位の品目が多数（不知火類（デコポン）、宿

根カスミソウ、葉たばこ、トマトなど）あり、その他多くの品目が全国的にも上位に

あります。 

 

■主要農畜産物の収穫量・飼養頭数 

 

  順位 割合(%)

不知火類 (デコ ポン) (R3年) 千ｔ 43.9 17.9 1 40.9

宿 根 カ ス ミ ソ ウ (R5年) 千本 47,200 18,600 1 39.4

葉た ば こ （ 販売 量） (R5年) 千ｔ 8.8 2.0 1 22.5

ト マ ト (R5年) 千ｔ 681.4 132.6 1 19.5

す い か (R5年) 千ｔ 303.7 46.5 1 15.3

カ リ フ ラ ワ ー (R5年) 千ｔ 22.1 2.9 1 12.9

い ぐ さ (R5年) 千ｔ ･･･ 5.4 1 －

な つ み か ん (R3年) 千ｔ 29.4 6.3 2 21.3

メ ロ ン (R5年) 千ｔ 145.2 24.1 2 16.6

な す (R5年) 千ｔ 288.8 36.3 2 12.6

ト ル コ ギ キ ョ ウ (R5年) 千本 84,300 10,300 2 12.2

く り (R5年) 千ｔ 15.0 1.8 2 12.1

し ょ う が (R5年) 千ｔ 45.6 5.3 2 11.5

ア ス パ ラ ガ ス (R5年) 千ｔ 24.6 2.3 2 9.2

い ち ご (R5年) 千ｔ 161.8 11.7 3 7.2

乳用 牛（飼養頭数） (R5年) 千頭 1,313.0 43.0 3 3.3

う ん し ゅ う み か ん (R5年) 千ｔ 681.6 80.6 4 11.8

肉用牛（飼養頭数） (R5年) 千頭 2,672.0 134.0 4 5.0

千頭 23.4 17.0 1 72.6

か ん し ょ (R5年) 千ｔ 715.8 18.4 6 2.6

荒 茶 (R5年) ｔ 75,200 1,320 7 1.8

豚 (R5年) 千頭 8,798.0 347.9 8 4.0

小 麦 (R5年) 千ｔ 1,094.0 19.1 9 1.7

大 豆 (R5年) 千ｔ 259.8 4.5 13 1.7

水 稲 (R5年) 千ｔ 7,165.0 155.4 16 2.2

（資料）農林水産省「作物統計」､「野菜生産出荷統計」､「果樹生産出荷統計」、「花き生産出荷統計」､

　　　　　「野菜生産出荷統計」､「果樹生産出荷統計」､「畜産統計」、「花き生産出荷統計」他　　　　「畜産統計」他

　注２）主要農産物の生産量の欄の「・・・」は、主産地県のみ調査されている作物。　（順位は主産地県中の順位）

熊本県の全国に占める

　注１）品目右側の（　）は、収穫量及び飼養頭数の調査対象年

うち褐毛和種（あか牛）

単 位 全 国 熊 本 県
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（３）生産農業所得の推移 

 ○ 農業産出額から物的経費を控除し、補助金などを加算した生産農業所得は、長らく

下落傾向が続いていましたが、平成 21 年（2009 年）の 879 億円を底に増加に転じ、

近年は 1,400 億円台で推移しています。令和５年（2023 年）は、1,554 億円と九州 

１位、全国２位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）食料自給率の推移 

○ 本県の食料自給率は、令和４年度（2022 年度）において、カロリーベースで

60％、生産額ベースで 142％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 食料自給率の推移 

■ 生産農業所得の推移 
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（５）魅力ある新たな品種・技術の開発 

○ 農業研究センターでは、「くまさんの輝き」（水稲）、「ゆうべに」（いちご）など、

多くの本県オリジナル新品種の開発・選定に取り組んでいます。 

また、オリジナル品種も含む新しい技術について、普及組織や関係団体と一体とな

って、普及及び産地づくりを進め、高品質な農産物づくりに取り組んでいます。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）農産物価格指数と農業生産資材価格指数 

○ 農産物価格指数は、「農産物総合」で見ると、上昇傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

○ 農業生産資材価格指数は、「農業生産資材総合」で見ると、上昇傾向にあります。 

  近年、農業生産資材のうち、肥料、飼料、光熱動力、建築資材の指数は、農産物価

格指数を大きく上回る上昇となっており、農業経営に大きな影響を与えています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 類別農産物価格指数の推移 

■ 類別農業生産資材価格指数の推移 

① ② ③ ④ ⑤ 

⑥ ⑦ ⑧

① くまさんの輝き （水稲） 

② 熊本 VS03（ゆうべに） （いちご） 

③ 熊本 EC12 （かんきつ） 

④ 熊本 FC03 （グリーン系の湿地性カラー） 

⑤ 熊本 TC01 （茶） 

⑥ 涼風 （いぐさ） 

⑦ 菊幸 （褐毛和種） 

⑧ 幸勝平 （黒毛和種） 

78.7 80.8 98.2 100.1 100.0 106.7 116.6 121.3
種 苗 ・ 苗 木 83.4 84.7 94.8 97.4 100.0 101.5 104.0 106.8
畜 産 用 動 物 61.0 71.3 94.0 111.5 100.0 105.9 96.2 88.3

肥 料 67.3 69.4 101.2 99.2 100.0 102.7 130.8 147.0
飼 料 63.0 70.8 102.1 99.4 100.0 115.6 138.0 145.7
農 薬 90.0 86.5 97.8 98.2 100.0 100.2 102.9 112.9

光 熱 動 力 71.6 83.0 100.9 107.8 100.0 112.3 127.3 126.9
農 機 具 93.6 91.2 97.7 98.4 100.0 99.9 100.9 105.0
建 築 資 材 81.7 78.1 94.3 98.4 100.0 113.0 133.3 137.2
賃借料・料金 90.1 89.7 96.3 97.9 100.0 100.8 102.3 105.0

R3 R4 R5

農業生産資材総合

　資料）農林水産省「農業物価指数」（R2=100）　注１）主要項目のみ掲載

R1 R2H27H17区 分 H12

82.4 82.2 90.1 98.5 100.0 100.8 102.2 108.6
米 101.5 93.2 77.6 101.7 100.0 88.6 82.0 90.2

野 菜 76.1 79.6 101.1 95.9 100.0 96.7 106.2 113.3
果 実 65.8 59.7 75.1 87.5 100.0 100.9 101.4 105.3

花 き 類 93.1 97.5 98.9 107.9 100.0 107.8 117.2 119.1
工 芸 作 物 145.7 128.4 105 104.7 100.0 113.4 113.1 111.7
畜 産 物 70.9 77.5 98.0 102.2 100.0 105.6 105.3 113.4

R5

農産物総合

　資料）農林水産省「農業物価指数」（R2=100）　注１）主要作目のみ掲載

R1 R2 R3 R4H27区 分 H12 H17

■ 開発・選定された主な品種・種雄牛 
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（７）地下水と土を育む農業及びみどりの食料システムの推進 

○ 熊本の宝であるきれいで豊かな地下水と肥沃な土を農業の力で守り育むことを目的

として「熊本県地下水と土を育む農業推進条例」を平成 27 年（2015 年）4 月に施行

しました。本条例では、①土づくりを基本とした化学肥料及び農薬削減の取組み、②

家畜排せつ物を使用した良質な堆肥生産及び流通の取組み、③飼料用米等の生産及び

湛水等による水田有効活用の取組みを「地下水と土を育む農業」として推進し、施策

を展開しています。 

 

（化学肥料・化学農薬の使用量低減の取組み） 

平成２年度（1990 年度）から「土づ

くり・減農薬運動」を全国に先駆けて

展開し、平成 17 年度（2005 年度）から

は「くまもとグリーン農業」として、

土壌分析に基づく施肥や化学肥料・化

学農薬の削減技術の普及に取り組んで

きました。その結果、化学肥料及び化学

農薬の使用量ともに減少しています。 

 

 

（堆肥の広域流通） 

地域資源である家畜排せつ物由来

の堆肥の利活用を図るため、耕種地帯

と畜産地帯の連携を進めています。 

良質堆肥生産、肥料としての堆肥の

需要増加が増えたことなどにより、地

域を越えた広域的な堆肥流通は増加

しています。 

 

 

 

（くまもとグリーン農業の推進） 

 国の「みどりの食料システム法」に基づく認定制度の創設に併せ、令和５年（2023

年）６月から土づくりや化学肥料・化学農薬の使用低減などの環境負荷低減に取り組

む農業者に対し、新たなマークを付与して環境に配慮した農産物のＰＲにつなげてい

ます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 県内における化学肥料と化学農薬の使用量の推移 

■ 堆肥の広域流通量の推移 

12.3

21.5

42.5

69.5 67.4
74.0 74.5 76.2 77.7

82.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

H12 H17 H22 H27 H29 H30 R1 R2 R3 R4

(千トン)

(年)(資料)県農林水産部調べ

■ 新たな「くまもとグリーン農業」マーク 

©2010 熊本県くまモン  

（生産宣言）            （応援宣言） 

85.3 

62.0 

50.0 

40.2 33.7 

29.7 
28.3 

100.0 

78.2 
63.9 

57.9 

36.1 
33.4 

28.1 
21.2 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H1 H5 H10 H15 H20 H25 H30 R4

(％)

(年)

化学農薬 化学肥料

(資料）農林水産部調べ
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37,585

39,638

40,363

41,223

38,226

43,074

49,259

54,134

57,862

54,255

56,436

60,868

68,766

70,163

55,981

54,493

51,726

66,967

39,736

41,202

42,643

43,893

36,784

41,179

47,582

52,433

55,558

49,143

51,633

56,877

65,215

65,786

45,615

40,066

33,147

27,540

020,00040,00060,00080,000

0 20,000 40,000 60,000 80,000

0-4歳

5-9歳

10-14歳

15-19歳

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

（H27年総人口 1,786,170人）
（男性） （女性）

（人）

２ くまもとの人口推移、農業の担い手 

 

（１）人口ピラミッド 

○ 本県における総人口は、平成 27 年（2015 年）10 月 1 日現在からの５年間で約 73 千

人減少し約 1,713 千人となっています。また、人口に占める 65 歳以上の割合は、５年

間で３％上昇して 31.6%となっており、全国平均の 28.8％と比べて高齢化が進んでい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（２）農業経営体数、基幹的農業従事者人口ピラミッド 

○ 令和２年（2020 年）の農業経営体数は 33,952 経営体（全国９位）、基幹的農業従事

者数は、51,827 人（全国４位）と全国でも上位にあるものの、いずれも減少傾向にあ

ります。 

また、基幹的農業従事者の高齢化も進展しており、65 歳以上の占める割合が 61.3％

となっていることから、本県農業を支える新たな担い手の育成・確保がますます重要

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,817

38,153

39,557

38,545

35,078

36,360

42,202

49,181

53,731

57,244

53,317

55,754

60,137

67,030

67,429

52,549

48,782

75,561

35,224

40,390

41,225

40,826

34,749

35,403

40,814

47,873

52,642

55,101

48,527

50,787

55,927

62,734

60,885

40,059

32,217

33,292

020,00040,00060,00080,000

0 20,000 40,000 60,000 80,000

0-4歳

5-9歳

10-14歳

15-19歳

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

（R2年総人口 1,713,102人）
（男性） （女性）

（人）

65 歳以上 

540,538 人 

(31.6％) 

65 歳以上 

511,484 人 

(28.6％) 

■ 人口ピラミッド 

（資料）総務省「平成 27 年年国勢調査」、「令和２年国勢調査」 

■ 農業経営体数及び基幹的農業従事者数の推移 

63,810

55,423

47,854
41,482

33,952

88,690
81,973

73,028

65,209

51,827

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

Ｈ12 H17 H22 H27 R2

(戸)

(年)

農業経営体数

基幹的農業従事者数

(資料）農林水産省「農林業センサス」

（人）

H27 までは販売農家、R2 は農業経営体（個人経営体）の数値 
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8

65

202

376

561

819

1,269

1,856

2,731

4,175

4,406

4,606

4,096

2,170

667

31

384

760

1,050

1,199

1,292

1,643

2,281

3,055

4,731

5,840

4,903

5,190

3,500

1,343

02,0004,0006,0008,000

0 2,000 4,000 6,000 8,000

15-19歳

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

（H27年 総数65,209人）
（男性） （女性）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（３）新規就農者 

○ 多様な就農形態に対応した支援策を講じていますが、近年、新規就農者数は、減少
傾向で推移しており、令和５年（2023 年）は 376 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 基幹的農業従事者の人口ピラミッド 

（資料）農林水産省「2015 年農林業センサス」、「2020 年農林業センサス」 

■ 新規就農者の推移 

14

49

168

304

517

617

826

1,154

1,746

2,637

3,855

3,622

2,951

1,931

992

22

251

531

781

1,045

1,163

1,266

1,566

2,194

3,196

4,856

5,182

3,716

2,975

1,700

02,0004,0006,0008,000

0 2,000 4,000 6,000 8,000

15-19歳

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

（R2年 総数51,827人）
（男性） （女性）

65 歳以上 

31,780 人 

(61.3％) 

65 歳以上 

36,721 人 

(56.3％) 
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（４）企業などの農業参入 

○ 企業などの農業への参入は、平成21

年（2009年）及び平成27年（2015年）

の農地法改正により企業等の農業参入

が容易になったことなどから、県内で

は、平成21年度（2009年度）から令和

５年度(2023年度)末までに262件の参

入がありました。 

○ 企業の農業参入は、農業の新たな担

い手としてだけではなく、地域におけ

る雇用の創出、耕作放棄地の解消、地

域の活性化など様々な効果が期待され

ています。 

 

 
 
 
（５）認定農業者 

○ 本県農業の担い手の中核である 

認定農業者は、令和５年度（2023 年

度）が 9,913 経営体であり、北海道、

新潟県に次ぐ全国３位となっていま

す。  

認定農業者数は微減傾向ですが、

そのうち法人経営体数は増加傾向に

あります。 

 

 

 

 

（６）地域営農組織 

○ 米、麦、大豆を中心とした土地利用

型農業における生産組織は、作業受託

組織が中心でしたが、平成19年度（2007

年度）から開始された国の品目横断的

経営安定対策を機に、地域営農組織が

増加しました。 

近年の組織数は、組織の再編・統合等

で減少していますが、法人形態は増加傾

向にあります。 
 
 

業 種 別 
飲食・食品関連業 76、卸売・小売業 43、建設業 27、製造業 18、農業機械・建

設機械販売業 11、JA3、その他 84 

県 内 外 別 県内企業 207、県外企業 55 

参入地域別 県央 77、県北 105、県南 60、天草 20 

■ 参入企業(262 件)の内訳 

■ 認定農業者の推移 

■ 地域営農組織の推移 

■ 企業などの農業参入の推移（累計） 

18

217

312 318 296
257 254 244 243 217

12

20

21 34 72 128 140 141 142
148

30

237

333
352 368

385 394 385 385
365

0

100

200

300

400

H17 H18 H19 H22 H27 R1 R2 R3 R4 R5

(組織)

(年度)

地域営農法人（任意） 地域営農組織（法人）

(資料)県農林水産部調

4
31 35 43 50 54 54 54 558

107
124

147
158

178 186 199 207

12

138
159

190
208

232 240
253 262

0

50

100

150

200
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300

H21 H27 H28 H30 R1 R2 R3 R4 R5

うち県内企業等

うち県外企業等

（年度）

（件）

9,475
10,298

11,057 11,131
10,601 10,334 10,075 9,906 9,913

150
276
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736

987
1,057 1,092 1,098 1,119 

0

200

400

600
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1,000

1,200

1,400

1,600

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Ｈ12 H17 H22 H27 R1 R2 R3 R4 R5

（法人）
（経営体）

認定農業者 うち法人経営体

(資料）県農林水産部調べ
（年度）
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（７）農業法人 

○ 農業法人は、農業生産や雇用創出、

雇用就農者の生産・経営能力習得な

ど、本県の農業に大きく貢献していま

す。経営の多角化や安定化を図る有効

な手段として法人化を推進してきた

結果、年々増加し、令和５年度（2023

年度）末で、1,377 法人まで増加して

います。 

 

 

 

 

（８）外国人材 

○ 農業や林業における外国人材は

年々増加傾向にあり、令和５年

（2023 年）10 月末現在では、4,616

名が農業及び林業に従事していま

す。 

 主に、ベトナムやフィリピン国籍

の外国人材が雇用されています。 

 

 

 

 

 

（９）女性農業者 

○ 基幹的農業従事者のうち、女性が占める割合は約４割で推移しています。 

女性認定農業者数は、令和５年度（2023年度)に 1,457人となっており、近年は1,400

人前後で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 農業法人の推移 

■ 外国人材の国籍別雇用状況（農業、林業） 

■ 基幹的農業従事者の男女比の推移 ■ 女性認定農業者の推移 

533 724 718 701 591 479 412 

528 

1,692 1,809 
1,668 

1,637 1,570 

22 

203 

598 615 
609 713 1,019 

271 

564 
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83 

416 
460 
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728 

1,051 

559 

1,538 

3,424 
3,585 3,465 

3,828 

4,616 

0
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1,500
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2,500

3,000
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4,000

4,500

5,000

H22 H27 R1 R2 R3 R4 R5

（年）

中国 ベトナム フィリピン インドネシア その他

（資料）厚生労働省熊本労働局「外国人雇用状況」（各年10月末現在）

（人）

47% 46% 44% 43% 42% 41% 40% 40% 41%

53% 54% 56% 57% 58% 59% 60% 60% 59%
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女性 男性

（年度）（資料）農林水産省「農林業センサス」「農業構造動態調査」

132 137 149 158 184 197 205 206 207 2148 23
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(資料)県農林水産部調べ
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(資料）県農林水産部
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３ 農業の生産基盤 

 

（１）耕地面積 

○ 耕地面積は、近年、緩やかな減少が続

いており、令和５年（2023 年）は、104.3

千 ha（田 64.0 千 ha、畑 40.3 千 ha）と

なっています。 

 

 

 

 

 

（２）遊休農地（耕作放棄地）の現状 

○ 県内の遊休農地（耕作放棄地）は 12,069ha（令和５年（2023 年））となっています。

再生利用が可能な農地（１号遊休農地）の割合は約 1/3、再生が困難な農地の割合は

約 2/3 となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）農地の整備状況 

○  農 用 地 区 域 内 の 水 田 （ 約

58,500ha）は、令和５年度（2023 年

度）末現在で、全体の約７割に当た

る 38,915ha の整備が完了していま

す。 

 

 

■ 耕地面積の推移 

■ 遊休農地（耕作放棄地）の推移 

(資料)農林水産省「耕地及び作付面積統計」 

注）四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある 

注）令和 4 年度から一部地域において調査手法を精査等により、遊休農地の面積が増加 

■ 農用地区域内の水田の整備状況 

37,664

38,217

38,352

38,517
38,575 38,703 38,755 38,832 38,915 

37,400

37,600

37,800

38,000

38,200

38,400

38,600

H21 H24 H27 H30 R1 R2 R3 R4 R5

(ha)

(年度)(資料）県農林水産部調べ

0

72.3 71.1 70.0 67.1 66.1 64.9 64.0 

23.2 22.8 22.1 21.9 21.8 21.9 22.4 

17.7 16.6 15.1 13.3 13.1 13.0 12.6 

7.2 
6.9 6.8 

6.8 6.5 6.1 5.2 

120.4 117.4 114.1 
109.1 107.5 105.9 104.3 

0

20

40

60

80

100

120

140

H17 H22 H27 R2 R3 R4 R5

(千ha)

(年)

牧草地 樹園地 普通畑 田

(資料）農林水産省「耕地及び作付面積統計」

(注)四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。

2,022 1,705 1,781 1,838 1,700 2,003 2,146 

2,539 
1,697 1,751 1,723 1,472 

1,846 1,893 

1,911 

2,028 2,171 2,262 
2,182 

3,122 
3,135 

3,127 

3,574 
3,721 3,737 

3,924 

4,950 4,896 9,598 
9,003 9,424 9,559 9,278 

11,921 12,069 

H27 H30 R1 R2 R3 R4 R5

（ha）
1号遊休農地（農用地区域内）

1号遊休農地（農用地区域外）

再生困難（農用地区域内）

再生困難（農用地区域外）

4,560 3,8493,402 3,532

8,072

5,602 5,892 5,999
5,037

6,106

8,031

（年度）

4,039

再
生
困
難

1
号
遊
休
農
地

3,561 3,172
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（４）農業水利施設 

○ 農業用ダムをはじめ頭首工や農業用水路など、多くの農業水利施設が設置されてお

り、特に、広大な農地が広がる海岸部の平坦地には、排水対策のための機場が多数設

置され、農業のみならず地域の浸水被害防止に貢献しています。 

○ 一方、既に耐用年数を超えた施設も多く、老朽化対策が課題となっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 自然災害の発生状況と対応 

 

（１）自然災害の発生状況 

○ 平成 28 年熊本地震では過去最大の被害（農業被害額：約 1,353 億円※1）、令和２年

７月豪雨では県南地域を中心に過去２番目となる被害（農業被害額：約 512 億円※2）

が発生しました。近年、自然災害は頻発化、激甚化しているため、本県農畜産業への

影響が懸念されます。 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：H28 年度の農業関係被害額 162,111 百万円の内数 
※2 R2 年度の農業関係被害額 53,624 百万円の内数 
※3  162,111 百万円の内訳 

農作物・ハウス等の被害：67,268 百万円 

農地・農業用施設の被害：94,844 百万円 

■ 農業気象災害の被害額推移 ■ １時間降水量 50mm 以上の年間発生回数 

■ 農業用水利施設の現状 ■ 排水機場の設置個所数（経過年数別） 

2,320 
699 5,175 2,584 587 557

11,602

164 363 238

17,227 

562 

2,514
2,085

2,814 2,048

42,021

4,614 4,118 9,142

19 ,547 

1,260 

7,689
4,669 3,401 2 ,605

53,624

4,779 4,481
9,381

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

H24 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

（百万円）

農地・農業用施設

農作物・ハウス等

（資料）県農林水産部調べ

162,111※3

（年度）

箇所数等

① 9箇所

144箇所

うち受益面積100ha以上 53箇所

③ 約570km

④ 約210km

⑤ 168箇所

ため池 2,308箇所

うち防災重点農業用ため池 826箇所

基幹的農業排水路

排水機場

（資料）県土地改良施設ストック実態調査 他

　　※基幹的農業用用排水路とは受益面積が100ha以上のもの

　　※頭首工については、法河川や準用河川に設置されているもので

　　　 水利権（許可、慣行）を有しているもの

施設名

農業用ダム

②
頭首工

基幹的農業用水路

⑥
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■ 農業共済の加入率の推移 

（２）災害に強い施設の導入 

○ 施設園芸が盛んな本県では、台風

等による被害を軽減させる取組みと

して、気象災害に強いハウスの導入

を積極的に進めています。 

平成 24 年度（2012 年度）から国庫

事業で本格的に導入が始まってお

り、これまで約 292ha の低コスト耐

候性ハウスが設置されています。 

 

 

 

 

 

（３）農業保険の加入状況 

○ 農業共済は、自然災害等への備

えとして加入を働きかけていると

ころです。 

加入率は、共済の種類によって 

大きな違いがありますが、畑作物 

や園芸施設共済は増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 収入保険制度は、平成 31年（2019 年）

１月から法制化され、令和５年（2023

年）の加入者数は 3,760 件と増加して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 収入保険の加入件数の推移 

■ 国庫事業を活用して設置された低コスト耐候性ハウスの 

面積推移（平成 24年度（2012 年度）以降） 

(参考)R5 加入目標(経営体)：県 3,540、国 100,000 

897 

1,395 

2,123 

2,988 
3,447 

3,760 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5

（件）

（資料）県農林水産部調べ （年度）
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５ 農産物の流通 

 

（１）県産青果物の流通 

○ 本県で生産された青果物は、主に県外の大消費地へ出荷されています。施設野菜の

主要６品目については、ＪＡ熊本経済連の共販実績によると、トマト、ミニトマト、

すいか、メロンは関東を中心に出荷、いちごは関西を中心に出荷されています。また、

なすは関東及び中京へ出荷されています。 

 

○ 主要果実については、ＪＡ熊本果実連の共販実績によると、かんきつ類は関東など

の大都市中心の出荷となっており、くりでは加工用途の多い中京や九州中心の出荷と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

■ 主要野菜の地域別出荷割合（令和５年産） 

■ 主要果実の市場別出荷割合（令和５年産） 

15.5

15.3

7.0

15.0

12.7

17.5

14.0

10.6

7.3

6.8

4.4

6.2

41.9

14.5

20.9

14.9

28.0

22.8

12.6

16.6

14.0

21.2

10.2

6.8

16.0

43.1

50.7

42.1

44.7

46.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いちご

メロン

すいか

なす

ミニトマト

トマト

九州（山口含む） 中四国 関西 中京 関東（関東以北含む）

(資料）JA熊本経済連共販実績（Ｒ５年産）

（注）割合は四捨五入の都合上、合計値は100％と一致しない

出荷量（ｔ）

70,408t

31,042t

19,167t

21,340t

7,735t

6,359t

0.2 

38.2 

36.0 

23.5 

67.1 

8.7 

2.3 

14.8 

1.7 

6.9 

4.6 

7.3 

29.2 

4.9 

0.5 

7.0 

4.1 

9.6 

4.5 

1.8 

37.3 

47.0 

42.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

くり

不知火類

（デコポン）

甘夏みかん

温州みかん

その他 九州 京阪神 中京 京浜衛星 京浜

(資料）JA熊本果実連共販（生食用）実績(R5年産）

出荷量（ｔ）

28,692t

2,150t

9,909t

870t

-13-



 

（２）農業関連産業 

○ 農産物の加工、農産物直売所と

いった農業関連産業の販売実績は

増加しており、令和４年度（2022 年

度）の販売金額は 861 億円となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）くまもとブランドの認知度 

○ 平成 24 年度（2012 年度）からスター

トした「くまもとの赤」ブランドの認知

度は、農業団体や県内企業等の自主的

な取組みも定着し、令和５年度（2023 年

度）の認知度は全体で 33.2％（県内は

65.0％（データ省略））となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）食と農への県民理解 

○ 平成 21 年（2009 年）３月に「くまもと地産地消推進県民条例」が制定され、県内

農畜産物等への理解促進を深め、地域活性化を促進し、県民の郷土愛をはぐくむ取組

みを進めています。 

令和５年度（2023 年年度）の県民の地産地消に対する関心は約 90％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 農業関連事業の販売実績の推移 

■ 「くまもとの赤」の認知度 

■ 地産地消の関心度 

301 307 
378 378 400 408 417 

273 
332 

371 341 
375 365 

429 
17 

21 

21 
18 

15 15 

15 

591 

660 

771 
737 

790 788 

861 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

H22 H25 H30 R1 R2 R3 R4

(億円)

(年度)

農産加工 農産物直売所 その他(観光農園､農家民宿､農家レストラン等）

(資料)農林水産省「６次産業化総合調査報告」

49.5

49.2

44.2

45.7

46.5

43.7

43.3

41.1

43.3

44.4

44.8

43.3

44.7

46.3

47.6

48.2

7.2

6.4

11.0

11.0

8.8

10.0

9.1

10.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H22

H27

H30

R１

R２

R３

R４

R５

地産地消に関心があり、なるべく県内農林水産物を購入

地産地消に関心があるが、県内農林水産物にはこだわらない

特に関心がない

(資料)県民アンケート調査結果

（資料）県農林水産部調べ 

  県内、九州、関東、関西での認知度※の平均（n=2,000） 
   ※認知度＝「たしかに知っている」＋「見聞きしたような気がする」 

16.5

25.1

33.7

27.2

35.2 34.3 33.7 33.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H24 H27 H30 R1 R2 R3 R4 R5

（％）

（年度）
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（５）県産農畜産物の輸出 

○ 本県の農畜産物の輸出は、近年急増しており、香港、シンガポール、台湾、アメリ

カなどに対し、令和５年度（2023 年度）は牛肉､いちご、牛乳、メロンを中心に、54

億 19 百万円の実績となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国名 品目名 

香港 牛肉、いちご、加工食品、牛乳、メロン、かんきつ、かんしょ、梨 

台湾 牛肉、いちご、加工食品、かんきつ、梨、牛乳 

アメリカ 牛肉、加工食品、いちご、米 

中国 加工食品 

シンガポール いちご、牛肉、加工食品、米、メロン、牛乳 

    （資料）県農林水産部、商工労働部調べ 

（注）１品目あたり百万円以上の輸出額を掲載 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 県産農産物の主な輸出国と輸出品目（令和 5 年度(2023 年度)） 

■ 県産農畜産物の輸出額の推移 

66.4 172.0
548.9

1,073.7
1,481.1

3,472.7
3,863.1

4,428.2

5,419.3

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

17 22 27 30 R1 R2 R3 R4 R5

(百万円)

(年度)(資料）県農林水産部、商工労働部調べ
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６ くまもとの農村（中山間地域） 

 

（１）中山間地域の概況、担い手の状況 
○ 中山間地域は、販売農家戸数で県全体の 44.2％、経営耕地面積で県全体の 35.4％を

占めており、県の農畜産業を支える重要な地域となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 主要な担い手である基幹的農業従事者（51,827 人）のうち、中山間地域の割合は

46.2％（23,926 人）となっています。また、65 歳以上の割合は 67.4％と高く、平坦

地域より高齢化が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 中山間地域の占める割合 

■ 中山間地域と平坦地における基幹的農業従事者の年齢構成 

35.4%

44.2%

25.5%

69.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

経営耕地面積
（販売農家 77,670ha）

販売農家戸数
（32,529戸）

総人口
（1,738,301人）

土地面積
（7,409k㎡）

中山間地域 中山間地域以外

(資料）総務省「国勢調査」、農林水産省「2020年農林業センサス」

注１：本図における「中山間地域」とは、農業地域類型区分における「山間農業地域」と「中間農業地域」。

注２：中山間地域の土地面積・人口は、地域振興５法全指定（29市町村）の数値として計算しているため、農業地域類型の平坦地
の値も含む。

土地面積

(7,409k㎡)

総人口
(1,738,301人)

販売農家戸数

(32,529戸)

経営耕地面積
(販売農家

77,670ha)

11 

35 

89 

222 

337 

390 

569 

795 

1,123 

1,508 

2,006 

1,867 

1,475 

933 

467 

16 

166 

339 

499 

652 

725 

798 

964 

1,314 

1,705 

2,391 

2,518 

1,818 

1,359 

810 

01,0002,0003,0004,000

0 1,000 2,000 3,000 4,000

15-19歳

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

（平坦地域 総数27,901人）
（男性） （女性）

65歳以上

15,644人

（56.1％）

3 

14 

79 

82 

180 

227 

257 

359 

623 

1,129 

1,849 

1,755 

1,476 

998 

525 

6 

85 

192 

282 

393 

438 

468 

602 

880 

1,491 

2,465 

2,664 

1,898 

1,616 

890 

01,0002,0003,000

0 1,000 2,000 3,000

15-19歳

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85歳以上

（中山間地域 総数23,926人）

（男性） （女性）

65歳以上

16,136人

（67.4％）

（資料）農林水産省「2020 年農林業センサス」 
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（２）中山間地域等直接支払制度の実施状況 

○ 本制度では、中山間地域等における

農業生産の維持を通じて水源かん養な

どの多面的機能を確保するため、平成

12 年度（2000 年度）から集落等に対し

交付金が直接交付されています。平成

27 年度（2015 年度）からは、「農業の有

する多面的機能の発揮の促進に関する

法律」に基づく制度となり、令和２年度

（2020 年度）から第５期対策が実施さ

れています。 

 

 

 

○ 近年では、約 1,300 の集落協定等が交

付金を活用し、農業基盤の整備、集落営

農の取組み、都市と農村の交流など、 自

主的なむらづくりの取組みが実施され

ています。 

 

 

 

 

 

 

（３）多面的機能支払制度の実施状況 

○ 農村における農地や農業水利施設等の生産基盤の保全管理と農村環境の向上を図

るため、平成 19 年度（2007 年度）から農家と非農家が一体となった共同活動の取組

みを支援する「農地・水・環境保全向上対策」が開始されました。 

この取組みは、平成 27 年度（2015 年度）から「農業の有する多面的機能の発揮の

促進に関する法律」に基づく制度として多面的機能支払に引き継がれました。 

○ 令和５年度（2023 年度）の対象面積は約 7 万 ha であり、地域ぐるみで行う草刈、

水路の泥上げ、農道やため池の補修等の共同作業や、景観や生態系の保全活動に加え、

異常気象時の応急措置等の多様な活動が実施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 多面的機能支払交付金の取組実績 

44,388 46,071 
67,745 68,887 68,870 69,369 69,349 69,883 69,980 70,347 

690
733 724

612 591

458 445 448 449 454

0
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55,000
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65,000

70,000

H19 H22 H27 H28 H29 R1 R2 R3 R4 R5

(組織)

(年度)

交付面積 組織数

(資料)県農林水産部調べ

※ H19及びH22は「農地・水保全管理支払（共同活動）」の取組実績

組
織
数

交
付
面
積

（ha）

0

40,300 39,900 41,489 42,028 40,066 39,175 39,047 38,753

32,303 32,212 31,791 32,736 31,466 31,554 31,601 31,605

80.2%
80.7%

76.6%
77.9% 78.5%

80.5% 80.9% 81.6%
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65%

70%

75%

80%

85%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

H17 H22 H27 R1 R2 R3 R4 R5

(ha)

(年度)

対象農地面積 交付面積 カバー率

(資料)県農林水産部調べ

0%

対
象
農
地
面
積
、
交
付
面
積

カ
バ
ー
率

■ 中山間地等直接支払制度の実施状況（実施面積カバー率） 

1,347 1,352 1,356

1,385 1,388

1,309 1,314 1,319 1,319

33,165 32,648
31,460 31,613 32,047

29,430
29,036 28,943 28,898
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1,200
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1,300
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1,400
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(人)
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(資料)県農林水産部調べ

協
定
参
加
者
総
数

協
定
数

（件）

00

（年度）

■ 中山間地域等直接支払制度の実施状況 

（協定数、協定参加者数総数） 
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（４）鳥獣による農作物の被害の状況 

○ 鳥獣による農作物被害金額は、平成 22 年度（2010 年度）に 8 億 4 千 5 百万円と非

常に多い年がありましたが、平成 23 年度（2011 年度）以降は 5 億 5 千万円前後で推

移しています。 
   近年の鳥獣害別の被害傾向は、イノシシによる被害額が４～５割程度を占め、カモ、

カラス等の鳥類による被害額が約３割、シカによる被害額が１割程度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
（５）都市と農村の交流 

○ 都市と農村の交流は、農村の自然景観、伝統芸能・食文化等の多様な資源の活用だ

けでなく、都市と農村それぞれに住む人々がお互いの地域の魅力を分かち合い、理解

を深めるために重要な取組みです。 

○ 県内の都市農村交流施設の来訪者総数は、新型コロナウイルス感染症等の影響から

回復傾向にあり、令和５年度（2023 年度）は、約 631 万人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 作物別被害金額（令和５年度(2023 年度)） ■ 鳥獣による農作物の被害金額の推移 

■ 補助事業で導入した交流施設の来訪者数（40施設） 

4,684
5,212 5,501 5,632

6,671

5,160 5,490
6,080 6,381
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158

145 148

167

129
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160
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160

0

2,000

4,000

6,000

H12 H17 H22 H27 R1 R2 R3 R4 R5

(千人)(千人)

(年度)

■都市農村交流施設の来訪者数 来訪者総数
１施設当たりの来訪者数

(資料）県農林水産部調べ

１
施
設
当
た
り
の
来
場
者
数

来
訪
者
総
数

野菜

169,852千円

31.6%

果樹

162,028千円

30.1%

米

126,298千円

23.5%

飼料作物

28,792千円

5.4%

いも類

24,630千円

4.6%

その他

25,967千円

4.8%

（資料）県農林水産部調べ

合計額

537,567千円
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１ 人口減少・高齢化社会への対応 

 本県の人口は、平成 10 年（1998 年）を境に減少が続いています（令和５年（2023 年）

時点）。県では、2060 年の人口が 141．1 万人程度になると推計しており、今後、年少人

口及び生産年齢人口の減少とともに、老年人口が増加していく展望となっています。 

農業分野でも、農業経営体数や基幹的農業従事者数は全国上位を維持していますが、

担い手の減少や高齢化は進んでいます。今後、地域差はあるものの、県全域で担い手不

足による生産力の低下や地域コミュニティの衰退などが懸念されます。 

このため、親元就農をはじめとする新規就農者の確保・育成、認定農業者や地域営農

組織の育成、企業等の参入促進の他、農業生産現場や集出荷施設等における外国人材・

障がい者の受入れなどの多様な人材確保に取り組んでいくことが重要となっています。 

また、今後、担い手や労働力不足が急速に進んでいくことに備え、効率的かつ生産性

の高い農業経営への転換や生産体制の確立が急務となっています。このため、農地の集

積・集約化や基盤整備等と併せて、スマート農業をはじめとする農業ＤＸ技術の現地実

装をより一層進めていくことが重要です。 

 
 
２ 国内外の食をめぐる情勢の変化への対応 

世界では、人口増加や経済発展を背景に、食料の需要が高まっています。加えて、ロ

シアによるウクライナ侵攻、中東情勢の悪化といった地政学リスクの高まりや、為替の

円安基調なども重なり、日本では、燃油や生産資材などの価格が高止まりしており、農

業経営に与えるマイナスの影響が長期化しています。 

こうしたなか、本県は、畜産、野菜、果実、米等の農畜産物をバランスよく生産し、

農業産出額全国第５位（最新値：令和５年（2023 年））の農業県であるものの、将来にわ

たって持続的に農畜産業を発展させるには、複雑化する課題に対応しつつ、効率的かつ

生産性の高い農畜産業経営への転換が必要です。 

そこで、地域計画に基づき、担い手への農地の集積・集約化や基盤整備などに加え、

スマート農業をはじめとする農業ＤＸ技術の現地実装をより一層進め、変化に対応した

産地形成を図ることが重要です。 

また、主力の畜産や施設園芸では、海外から輸入される飼料や化石燃料等への依存度

が高い生産体制となっているため、耕畜連携強化や省エネ低コスト生産技術の開発・普

及などの取組みを進め、持続性を高めていくことも必要です。 

一方、流通・販売面では、国内の人口減少によって、市場の規模縮小が危惧されてい

ることに加え、生産から消費までの各段階におけるコスト上昇や人手不足などの様々な

課題が顕在化しています。 

本県のトマトやかんきつ類などの農畜産物は、主に首都圏や関西圏などの大消費地へ

出荷されていることから、需要に応じた生産を基本に、産地と関係者が連携して付加価

値の最適化を図ることが重要になっています。 

第２章 くまもとの農畜産業を取り巻く情勢と課題 
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３ 農地・農業用施設等の整備・保全 
  農地、農業水利施設、防災施設、農道等の農業生産基盤は、生産性の維持・向上に加

え、地域の防災・減災の役割も担う重要な社会資本です。 

  農業者の高齢化と減少が進む中、意欲ある担い手への、農地の集積・集約化や高収益

作物への転換等を実現するには、省力化や生産性向上に対応した基盤整備を着実に進め

ることが必要です。 

また、防災・減災の役割も担う平坦地域の排水機場などの施設では、耐用年数を超え

た施設が多く残されていることから、計画的な整備・保全や機能強化が必要です。加え

て、農業者の高齢化・減少等に伴い、施設の点検・操作や集落の共同活動が困難となる

地域への対応が必要となることを見据え、ＩＣＴ導入やＤＸの取組み等による作業の効

率化、施設の集約・再編を推進し、施設を適切に保全・管理していく必要があります。 

 

 

４ 自然災害、病害虫・家畜伝染病の侵入・まん延リスクへの対応 
近年、気候変動に伴い、自然災害が頻発化・激甚化しています。また、今後、地球温

暖化が進行することで、更なる影響の深刻化も予測されています。 

本県では、これまでも大雨や台風などの自然災害によって、農作物や農地・農業用施

設に大きな被害が生じています。また、極端な高温や低温等によって、農作物の生育不

良や品質低下などの影響を受けるだけでなく、病害虫の発生数増加や発生期間の長期化、

新規侵入などのリスクも高まっています。 

一方、畜産においては、国内外で高病原性鳥インフルエンザや豚熱、アフリカ豚熱等

の家畜伝染病が依然として発生しており、農家経営に大きな影響を与えるリスクとして、

侵入防止に向けた警戒・対策が欠かせないものになっています。 

こうした気象や植物・家畜防疫などの生産・経営上の様々なリスクに対応するために

は、平時からの体制の整備・強化が求められます。具体的には、ハード・ソフト両面か

らの防災・減災対策、気象災害に強い品種や環境に優しい技術の開発・普及、災害等に

備えたセーフティネットの加入促進、家畜の飼養衛生管理基準の遵守等が必要です。 

 
 
５ 中山間地域等の農業・農村の振興 

本県の中山間地域は、販売農家戸数で県全体の 44.2％、経営耕地面積で県全体の

35.4％を占め、県の農業生産を支えるだけでなく、水源涵養や国土保全、景観形成など

の県民生活にとって大切な公益的機能を有する重要な地域です。 

しかし、多くの中山間地域では、平坦地域以上に担い手の減少や高齢化が深刻化して

おり、鳥獣被害の増加や生産条件の不利地での営農継続などの課題を抱えているなど、

多面的機能を支えてきた集落活動の停滞・衰退が危惧されています。 

そこで、地域活動の核となる人材育成、樹園地集積等の農地・農業生産基盤の維持、

地域の特色を活かした農業所得向上に向けた取組み支援、鳥獣被害対策や複数集落での

機能補完等の実施による地域活性化が必要です。 
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１ 目指す姿 

本県の農畜産業は、多彩な気候風土、豊富な地下水など、豊かな自然環境のもと、多

くの意欲ある生産者によって、畜産、野菜、果樹、穀物等の多種多様な農畜産物がバラ

ンスよく生産されていることを強みとしています。 

これまで、この強みを活かし、「稼げる農業」の確立に向けて取組みを進めてきました。

全国に先駆けて農地集積やスマート農業技術導入などを推進し、生産力向上を図るとと

もに、担い手の確保・育成、環境に優しい農業の推進などの取組みを進め、魅力ある農

畜産物が安定的に供給できる体制の構築・強化につなげてきました。 

しかし、本県を含む国内の農業・農村を取り巻く環境は、担い手の減少に加え、自然

災害の頻発化・激甚化、生産資材や燃料等の価格高騰など、一層厳しさが増していま

す。 

このような変化に対応していくため、国は、令和６年（2024年）６月に食料・農業・

農村基本法を四半世紀ぶりに改正し、新たに「食料安全保障の確保」や「環境と調和の

とれた食料システムの確立」を基本理念に定めるとともに、農業の持続的な発展や農村

の振興に取り組むとしています。また、法改正を受け、農業の構造転換について集中的

に推し進めるとしており、農業・農村の施策は大きな変革期を迎えています。 

こうした情勢を踏まえ、本県の基幹産業である農畜産業が持続的に発展し、かつ、平

時から日本の食料安全保障の中核を担っていくためには、農畜産業が持つ可能性を十分

に発揮していくことが必要です。このため、生産・加工から販売に至るまでの過程を磨

き上げ、高付加価値化などによる「稼げる農畜産業」の実現とともに、食文化の視点で

観光や商工との連携も図り、「食のみやこ熊本県」の創造に向けた新しい取組みが必要

です。 

そこで、「食のみやこ熊本県」の創造に向けた稼げる農畜産業の実現を目指し、「持続

的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現」と「中山間地域等の農村活性化」を２本柱と

した農業・農村施策の取組みを進めます。 

なお、これらの施策に取り組んだ結果として、現在の本県の食料自給率（国公表の最

新値：令和４年（2023年））が、今後どの様な見通しになるのかを品目別生産目標等を

基に試算しましたので、努力目標として示します。併せて、この見通しを支える農畜産

業の生産構造の展望についても、次のとおり示します。 

 

 

 

 

 

第３章 くまもとの農畜産業の目指す姿 
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〇本県の食料自給率の見通し 

※現況（令和４年度(2022 年度)）は、国が公表した数値（概算値）。 
目標年（令和 9 年度(2027 年度)）及び参考年（令和 15 年度(2033 年度)）は県で試算。 

 

 

〇 本県の品目別生産目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※飼料作物の生産量は、TDN（可消化養分総量）換算して表示 

 

 

 現 況 

令和４年度 

（2022 年度） 

目標年 

令和９年度 

（2027 年度） 

参考年 

令和 15 年度 

（2033 年度） 

カロリーベース 60％ 61％ 62％ 

生産額ベース 142％ 153％ 153％ 

栽培面積 生産量 栽培面積 生産量 栽培面積 生産量

(飼養頭数) (出荷頭数) (飼養頭数) (出荷頭数) (飼養頭数) (出荷頭数)

ha,t 31,300 156,800 30,000 153,900 29,000 148,770

ha,t 7,913 30,289 8,790 29,712 8,790 29,712

ha,t 2,660 2,950 2,730 3,904 2,880 4,118

ha,t 790 510 790 510 790 510

ha,t 1,442 33,800 1,392 34,590 1,332 34,895

ha,t 12,324 451,684 11,861 443,393 11,632 436,740

ha,t 8,093 116,439 7,833 131,589 7,492 128,245

常緑果樹 ha,t 4,964 104,637 4,861 120,069 4,686 117,556

落葉果樹 ha,t 3,129 11,802 2,972 11,520 2,806 10,689

ha 396 － 375 － 375 －

ha 2,150 － 2,077 － 2,077 －

いぐさ ha,t 380 5,810 367 5,451 367 5,451

茶 ha,t 1,110 1,290 1,050 1,240 1,050 1,240

葉たばこ ha,t 660 1,869 660 1,670 660 1,670

－ － － － － － －

頭,頭 68,450 41,844 68,550 41,907 69,150 42,272

乳用牛（生乳） 頭,t 30,400 266,013 30,200 265,000 30,000 263,000

豚（肉豚） 頭(母豚),頭 27,000 567,206 26,500 568,000 26,500 568,000

採卵鶏 千羽,t 2,493 42,904 2,490 43,000 2,490 43,000

ブロイラー 千羽,千羽 3,848 19,160 3,850 19,160 3,850 19,160

ha,t 28,109 136,283 28,410 137,605 29,000 140,153

花き

工芸作物

畜産

飼料作物　※

肉牛
（肉専＋乳用種＋交雑種）

水稲

果樹

麦

大豆

雑穀・豆類

いも類

野菜

目標年 参考年

令和４年(2022年) 令和９年(2027年)
品目 単位

令和15年(2033年)

現況
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〇 本県の農畜産業の生産構造の展望 

農業経営体の減少が見込まれる中、親元就農をはじめとする新規就農者の確保・育成、

認定農業者の経営発展などの取組みを強化し、将来の農畜産業の生産を支える担い手の

確保・育成を図ります。 

併せて、スマート農業技術の現地実装加速化、農地の大区画化・汎用化などによる生

産性向上に加え、生産から販売までの工程の磨き上げ、販売力強化、６次産業化などの

高付加価値化の取組みを強化し、更なる稼げる農畜産業の実現を目指します。 

 

  ■担い手の見通し 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■農業産出額等の見通し 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和４年 

（2022 年） 
令和９年 

（2027 年） 

農業産出額 3,512 億円 3,537 億円 

販売金額 1,000 万円以上の 

農業経営体の割合※ 
22.6％ 28.0％ 

※ 2020 農林センサスにおける後継者確保割合及び、R6県の担い手調査結果の一部（就農理由） 

を参考に販売金額を 1,000 万円以上とした 

※これまでの減少率を基に、すう勢値を推計。 

 なお、新規就農者の確保・育成、認定農業者の経営発展などの

取組み強化により、令和９年の見通しを 26,200 経営体とした。 

令和４年（2022年） 令和９年（2027年）

農業経営体数 31,800経営体

新規就農者
402人

うち法人 1,098経営体

認定農業者
9,906経営体 ○新規就農者の確保・育成

○認定農業者,農業法人の
経営発展支援

○地域営農組織等の設立支援
・経営基盤強化

○経営継承の取組み拡大

○企業の農業参入
○外国人材の受入推進

○農福連携などの多様な
人材の確保育成

（担い手確保・育成）

うち法人 1,260経営体

認定農業者
9,700経営体

新規就農者
490人

農業経営体数 26,200経営体

地域
営農
組織

394組織

多様な担い手

地域
営農
組織

（参考）

・基幹的農業従事者
47,800人

・外国人材
4,474人

（参考）

・基幹的農業従事者
37,000人

・外国人材
7,000人

多様な担い手 農村RMOの形成促進

農業サービス事業体の機能強化支援

すう勢※
25,175経営体
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２ 施策の展開方向 

（１）持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

１）担い手の確保・育成と経営基盤強化 

「食のみやこ熊本県」の創造も「稼げる農畜産業」の実現も全ては担い手が確保され

てこそ実現されるものです。そこで、担い手の経営基盤の強化に加え、親元就農をはじ

めとする新規就農者の確保・育成として、就農相談から定着まで地域一体となったきめ

細かな支援や、経営資産・農業技術の円滑な継承などの取組み強化を図ります。 

また、外国人材の受け入れや農福連携による障がい者の就業促進等に取り組み、多様

な人材が活躍できる農業現場を拡大します。 

一方、半導体関連企業等の進出により、営農環境が変化している地域については、関

係市町村と連携し、営農継続に向けた対策として、必要な農地確保と生産支援に取り組

み、農畜産業振興と企業進出の両立を図ります。 

 

２）農畜産物の生産性向上・競争力強化 

担い手の減少や労働力不足が一層見込まれる中、「食のみやこ熊本県」の核となる魅力

ある農畜産物の生産性を高めるため、スマート農業・ＤＸ技術の実装加速化、新品種・

新技術の開発・普及、農地や農業用施設等の生産基盤強化などに取り組みます。 

また、引き続き、県産農畜産物が全国の消費者から選ばれるように生産技術の改善・

向上、品質管理の徹底などの取組みによって競争力を強化し、将来にわたる安定生産と

農業所得の向上につなげていきます。 

 

３）農畜産物の高付加価値化・販売力強化 

「食のみやこ熊本県」の創造に向け、県産農畜産物の魅力を発信するとともに、地産

地消や６次産業化、有機農業、ブランド戦略等を複合的に推進し、農畜産物の高付加価

値化・販売力強化を図ります。 

また、県南地域では、食文化を活かした新商品開発等によって、農畜産物の高付加価

値化を図るとともに、食品関連企業の育成や誘致を進め、「くまもと県南フードバレー構

想」ステージ２として地域の活性化を図ります。 

 

４）環境に優しく変化に対応した生産体制の確立 

「熊本県地下水と土を育む農業推進条例」に基づき、有機農業をはじめとするグリー

ン農業や堆肥の広域流通、水田の有効活用の取組みを推進・高度化します。併せて、温

室効果ガスの削減に向けた技術開発・普及等に取り組み、農業生産における環境負荷軽

減を図ります。 

また、自然災害、病害虫、家畜伝染病などの農業生産におけるリスクの高まりに対し

ては、生産基盤の防災・減災機能の維持・強化や、病害虫・家畜伝染病の発生予防・ま

ん延防止の対応強化などに取り組み、持続可能な生産体制の確立を図ります。 
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（２）中山間地域等の農村活性化 

１）地域資源を活用した元気で豊かな農村の実現 

中山間地域においては、収益が見込める新たな農作物の導入や栽培方法、効率化や省

力化等に向けたデジタル技術の活用を後押しし、農業を柱とした収入や複合的な収入に

よる多様な所得の確保を図ります。 

また、多種多様な組織と連携しながら地域をコーディネートできる人材を育成すると

ともに、都市との関係人口の拡大などの取組みを促進し、豊かな農村の実現につなげま

す。 

更に、人口減少や高齢化に伴い、農地保全や地域コミュニティの維持が困難になるこ

とが危惧される地域においては、地元市町村等とも連携し、複数の集落の機能を補完す

る農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）の形成も進めます。 

 

２）次世代へ引き継ぐ農業生産の強化と農業・農村の多面的機能の維持・発揮 

農業インフラの保全活動をはじめ、美しい景観の保全や文化・コミュニティの維持・

創造等を目的とした地域活動を支援し、農畜産物の生産だけでなく、農業の多面にわた

る機能の増進を図ります。 

また、中山間地域は野生鳥獣による被害の多発が懸念される地域であることから、地

域ぐるみで「生息環境管理」「侵入防止対策」「有害鳥獣捕獲」等を総合的に組み合わせ

た対策を推進するとともに、捕獲されたイノシシやシカ等の野生鳥獣は地域資源として

の利活用を図ります。 
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総論で示したくまもとの農畜産業の将来の方向等を見据え、農畜産業を産業として強

くしていく産業施策と持続可能な農村を目指す地域施策それぞれについて、取組方針を

明らかにしつつ具体的方策に沿って取り組んでいきます。 

 

 

（１）担い手の確保・育成と経営基盤強化 

①担い手の確保・育成と経営継承の取組み拡大  

②農業・農村を支える人材の確保・育成 

③企業等の農業参入の促進 

④担い手への農地の集積・集約 

⑤農畜産業振興と半導体関連企業等の進出との両立に向けた営農継続支援  

⑥農業団体の経営基盤・活動の強化 

（２）農畜産物の生産性向上・競争力強化 

①スマート農業・ＤＸの実装加速化による生産性向上 

②生産力の強化に向けた新品種・新技術の開発・普及 

③魅力ある農産物の生産体制強化 

④持続的な畜産経営に向けた生産基盤強化・収益性向上 

⑤強固な生産基盤の整備と保全管理 

（３）農畜産物の高付加価値化・販売力強化 

①県産農畜産物の販売力強化と生産、加工等工程の最適化  

②６次産業化等の推進  

③地産地消の推進  

④農畜産物の輸出拡大  

（４）環境に優しく変化に対応した生産体制の確立 

①地下水と土を育む農業及びみどりの食料システムの推進 

②農業・農村の国土強靱化の推進と災害対応 

③自然災害・価格低迷等に対応したリスク軽減対策の推進 

④家畜伝染病、病害虫の侵入リスクを最小化する防疫対策強化  

 

 

目指すべき姿の実現に向けた取組み 

各 論 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 
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（１）地域資源を活用した元気で豊かな農村の実現 

①中山間地域の特徴を活かした「しごと」「くらし」づくり 

②都市と農村との交流による地域活力の向上 

（２）次世代へ引き継ぐ農業生産の強化と農業・農村の多面的機能の 

維持・発揮 

①中山間地域における農地基盤整備と集積による基盤強化 

②多面的機能の維持・発揮 

③鳥獣被害対策とジビエの利活用の推進 

 

 

２ 中山間地域等の農村活性化 
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ｗｓ 

 

 

 

 

農業者の減少・高齢化が今後、一層見込まれる中、本県農業を維持・発展させていく

ためには、新規就農者はもとより、認定農業者や地域営農組織などの担い手を確保・育

成するとともに、地域の経営資産と優れた農業技術を次世代に引き継いでいくことが重

要です。  

新規就農者については、親元就農を含めた、多様化する就農ルートや就農形態に応じ

て、就農相談から定着まで、地域一体となったきめ細かな就農支援に取り組むとともに、

高い定着率の維持を図っていきます。 

認定農業者や地域営農組織などについては、本県農業の重要な担い手として、経営診

断や農地の集積・集約、資本装備の高度化、スマート農業への取組み、経営管理の合理

化などを総合的に支援します。また、農業就業人口の約半数を占める女性農業者につい

ては、経営参画と社会参画の推進を目標に、経営主として活躍される女性農業者の経営

発展を支援するとともに、経営管理能力のスキルアップを支援します。 

これらの取組みに合わせて、経営形態に関わらず、農業経営の基盤となる農地や施設、

優れた技術を確実に次世代に引き継ぐため、経営継承の啓発及び推進を図ります。 

 

 

 

１ 「熊本県農業経営・就農支援センター」の設立 

 ・「熊本県新就農支援センター」「くまもと農業経営継承支援センター」「くまもと農

業経営相談所」の３つの機関を統合し、令和７年（2025 年）４月から新たに「熊本

県農業経営・就農支援センター」（以下農業経営・就農支援センター）を発足し、窓

口の一本化により利便性の向上を図り、複雑化・多様化する案件に迅速に対応しま

す。 

２ くまもとの農業を担う新規就農者の確保・育成 

・若い世代に対する就農促進の取組みとして、農業が職業選択の一候補になるよう、中

学生には農業の魅力や現状等を伝える体験学習等を、高校生には先進農家や農業大学

校との連携による就農意欲を高める実践教育等を進めます。 

・先進施設や機械の導入をはじめ最新の教育・研修環境整備の下、農業大学校におい

て、時代の変化に即応する人材輩出のための教育を進めます。 

・UIJ ターンの就農意欲の喚起や県内外からの就農希望者のニーズに応じた的確なサポ

ートを行うため、県、農業経営・就農支援センターを中心に就農情報の発信や就農相

談機能を強化します。 

・Ｕターンや新規参入者等の社会人を対象に、就農後即戦力となる人材を育成するた

め、農業大学校において実践的な就農研修を実施します。 

・就農希望者が短期間で経営管理能力や生産技術を習得できるよう、認定研修機関や受

具体的な方策 

（１）担い手の確保・育成と経営基盤強化 

①担い手の確保・育成と経営継承の取組み拡大 

取組方針（目指す姿） 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 
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入農家の指導能力向上を図り、研修内容を充実・強化します。 

・初期投資が必要な部門への就農にあたっては、リタイアする農業者の資産や遊休施設

等の有効活用や、永年作物である果樹や茶では、離農者等の樹園地（樹体を含む）を

健全な状態で引き継ぐための中間管理組織づくり等、畜産分野においては、乳用牛及

び肉用繁殖牛の導入や簡易牛舎整備への支援等、就農者の負担軽減のための支援を行

い、就農しやすい環境整備を行います。 

・就農希望者の呼び込み、相談対応の段階から研修、就農、定着までの全てのステージ

で、市町村、ＪＡ、生産部会等の関係機関が情報共有を図りながら一体となり、地域

で支援する体制を県内全域に波及させます。 

・就農後間もない農業者に対して、経営・技術研修会の実施や課題解決活動を充実させ

るとともに、組織活動を支援します。 

・若手農業者を対象に経営発展のための講座等を開催し、将来の本県農業を担うリーダ

ーを育成します。 

・担い手の多くが 75 歳程度まで第１線で活躍している実態を踏まえ、中高年を対象と

した就農支援の取組みを進めます。 

・担い手の核となる親元就農者を確保・育成するため、幼少期から農業に触れる機会を

増やし、農業が好きな人材の増加を促すとともに、切磋琢磨できる農業の仲間づくり

を拡げるための支援を強化します。 

・農家の後継者が農業に将来性を感じられるよう、引き続き、親世代の稼げる農業経営

実現を支援し、親元就農への機運を高めます。 

 

３ 認定農業者や農業法人等の経営発展支援 

・経営改善のため、長期経営計画の作成や規模拡大、雇用型経営を見据えた雇用管理能

力の向上等を支援します。 

・農業経営・就農支援センターの経営相談機能をフル活用し、認定農業者や農業法人等

の経営診断を行うとともに、経営改善や法人化を支援するため、専門家を中心とする

支援チームを派遣し、経営マネジメントの向上、次世代の人材育成、経営規模拡大、

多角化などを見据えた戦略的な農業経営を行う担い手を育成します。 

・意欲ある農業者を対象に「くまもと農業経営塾」等を実施し、くまもと農業を担うト

ップリーダーを育成するとともに、「くまもと農業アカデミー」を開催し、農家の学

び直しの場を提供することで、担い手の経営力強化を図ります。 

・市町村や農業委員会、農地中間管理機構等の関係機関と連携し、各種制度を活用しな

がら担い手への農地集積や経営高度化を目指した資本装備の充実を支援します。 

 

４ 地域営農組織等の設立支援と経営基盤の強化 

・担い手が不足している地域を中心に、農地を守り地域の農業を支える地域営農組織の

設立を促進するため、営農ビジョンづくりと合意形成を支援します。 

・組織設立を目指す地区や法人化を進める地域営農組織に対し、農業経営・就農支援セ

ンターから支援チームを派遣し、専門家による経営診断などの助言指導を行い、地域

営農組織の設立や法人化を支援します。 
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・経営基盤を強化するため、水田のフル活用や作付けの団地化・ブロックローテーショ

ンの取組みを進めるとともに、組織の再編・統合によりスケールメリットを活かせる

経営規模への拡大を支援します。また経営基盤の強化に向けて、収益性の高い新規作

物の導入等を支援します。 

・小規模な地域営農組織については、６次産業化などを含めた経営の多角化や組織の 

再編・統合の取組みを支援します。また、地域外との広域作業受託の取組みを支援し

ます。 

・組織の設立に当たっては、合意形成の取りまとめ役となるリーダーを育成するセミナ

ー等の開催や、持続的な経営を支えるため、事業戦略や労務管理などのノウハウ習得

を支援し、組織をマネジメントできる人材を育成します。また次世代のオペレーター

を育成するための研修会を開催します。 

 

５ 経営継承の取組み拡大 

・農業経営・就農支援センターと地域機関が一体となり、研修会の開催により親族間や

第三者への経営継承の機運醸成を図ります。また移譲希望者の経営資産情報をデータ

ベース化し、出し手（移譲希望者）と受け手（継承希望者）のマッチングを実施しま

す。併せて、マッチング成立後の移譲希望者と継承希望者の信頼関係構築のための相

互交流促進（プレ研修）や移譲手続き等の支援を行います。 

・新たに親族間の継承コーディネーターを設置し、認定農業者等の担い手を対象にセミ

ナー等を開催し、親族間継承を推進する機運を醸成し、経営継承が円滑に行われる環

境を作ります。 

・高齢化で規模縮小が進む品目の産地維持の視点に立った継承体制（生産部会等）の構

築を図ります。 

・生産基盤の円滑な継承を推進するため、簡易農舎の整備やハウス等の生産基盤、牛舎

の補・改修、農業機械などの改修・再整備、樹園地の中間管理などを支援します。 

 

６ 女性農業者の経営参画の推進 

・女性農業者が農業経営において更に能力を発揮できるよう、ゼミ講座等による支援を

充実し、農業経営への関心を高め、経営管理能力のスキルアップを図ります。 

・家族経営の中での女性の役割を明確化するため家族経営協定の締結を進め、農業経営

改善計画の共同申請を推進します。 

・農業委員会やＪＡなど農業関係団体等へ女性役員の登用などを働きかけ、女性農業者

の社会参画を引き続き推進します。 

・女性農業者や新規就農者が働きやすい環境づくりのため、ほ場近隣地への男女別トイ

レや更衣室など環境衛生施設の設置を推進します。 
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［目標］ 

※1 新規就農者が 5年目に定着している割合 

※2 認定農業者数は、女性単独と共同申請（夫婦）の合計 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 3 3 ) ) 

新規就農者数（人／年） 

新規就農者の定着率(％)※1 

認定農業者数（経営体） 

認定農業者のうち法人数（法人） 

女性認定農業者数（経営体）※2 

376 

93 

9,913 

1,119 
1,457 

490 

95 

9,700 

 1,260 

1,500 

490 

95 

9,400 

1,480 

1,550 
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ｗｓ 

 

 

 

 

本県農業を支える担い手が減少する中、外国人材の受入れや農福連携による障がい者等

とのマッチング、人材派遣アプリ等を活用した潜在的な人材の掘り起こしなどにより、

農業生産現場や集出荷施設等で必要な雇用人材を安定的に確保し、多様な人材が農業現

場で活躍できる仕組みを構築します。 

外国人材の受入れに対しては、雇用者の労務管理能力の向上や快適な就労環境づくり

を進め、雇用の定着につなげるとともに、外国人材から選ばれるための受入れ・育成体

制を整備します。 

また、農業と福祉が連携し、障がい者等が農業の現場で継続的に活躍する場を生み出

すとともに労働環境の改善を推進し、農業分野で喫緊の課題である労働力不足の解消と

同時に福祉の面では農業を通じた自立促進が図られるという、農業と福祉の双方に「Ｗ

ＩＮ－ＷＩＮ」の関係の構築を図ります。 

 

 

 

１ 外国人材に継続的に選ばれる受入体制・就労環境の整備 

・「育成就労」や「特定技能」外国人材の受入れ拡大に向けて、外国人材の支援を担う

人材育成や農繁期の異なる産地間の連携など、県域での受入れ体制構築や、地域一体

となった生活環境づくりや交流活動などを進めます。 

・熊本で働く外国人材をパートナーとして捉え、将来にわたって熊本が選ばれ、残って

もらえる就業先となるよう、農業の技術と知識向上のための学びの場を提供します。 

・雇用者向けの労務管理研修会の開催など、雇用者のスキルアップと就労環境の向上を

進めます。 

 

２ 農福連携への理解醸成と活躍の場の拡大 

①農福連携への理解醸成と普及 

・県庁内に設置している「農福連携推進会議」において、関係部局が協力して、障がい

者等の農業現場への就業促進に向けた検討や情報収集・共有を図るとともに、研修会

での先進事例の共有等による農福連携のメリットの発信と普及に努めます。 

・ノウフク JAS 商品等、農福連携により生産・製造された商品を通じた農福連携の PR

に取り組みます。 

 

②効果的なマッチングによる農福連携の定着促進 

・個々の障がい者の適性や従事する農作業等の特性を理解し、効率的なマッチングが図

られるよう農福連携コーディネーター※１の設置や、農福ジョブトレーナー※２として

活躍できる人材の育成、熊本県農福連携協議会等と連携し、関係者の連携体制整備に

具体的な方策 

（１）担い手の確保・育成と経営基盤強化 

➁農業・農村を支える人材の確保・育成 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

取組方針（目指す姿） 
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取り組みます。 

 

③働きやすい環境づくり 

・従事者の就労環境の向上のために、休憩所やトイレ等の施設整備を推進します。 

・マッチングの支援と併せて、障がい者等が円滑に作業出来るよう、従事可能な作業の

切り出し・分業化の取組みを支援します。 

 

３ 農業人材の確保に向けた体制の構築 

農業における人材不足を改善するため、農業関係機関が一体となり、担い手に係る情

報共有や担い手をサポートする人材を確保する体制づくりを支援します。 

 

 

[目標］ 

 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 3 3 ) ) 

外国人材の受入れ人数（育成就労、特定技

能外国人材の合計（人） 

農業法人等の農業現場で働いている障がい

者数（臨時雇用含む）(人) 

5,457 

 

184 
 

7,000 

 

230 

 

8,000 

 

275 

 

※１ 農福連携コーディネーター 

農業者や福祉事業所双方からの農福連携に関する相談対応や農業団体等への福祉事業

所の紹介などを行います。 

※２ 農福ジョブトレーナー 

農業現場の作業を工程ごとに切り分けて分かりやすく伝えることで、障がい者の施設

外就労を支援します。 
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本県の農業を支える担い手が減少する中、企業等の農業参入には、新たな担い手とし

て産地の維持・発展、地元雇用の創出等による地域全体への経済波及効果が期待されま

す。 

平成 21 年度（2009 年度）の農地法改正により、本県での他産業からの農業参入は着

実に増加しています（R5（2023）累計､262 件）。一方で、大規模な企業参入が少ないこ

とや、また県南地域への農業参入が県北の半数程度となっていることなどが課題となっ

ています。 

そのため、市町村や県関係機関等と連携し、更なる企業等の農業参入を推進します。

特に県南地域（八代・芦北・球磨）においては、市町村との連携を強化し、企業等が農

業参入しやすい受入体制の整備を進め、本県の均衡ある発展を目指します。 

 

 

 

１ 企業の農業参入支援  

・企業の農業参入を促進するため、県内外での企業訪問や展示会出展、ホームページ活

用等による積極的な誘致活動と情報発信等を展開します。また、参入する企業の円滑

なスタートアップ（起業）に対して支援します。 

・地域と調和した企業の農業参入を促進するため、市町村と企業の農業発展や環境保

全、地域振興等に関する協定締結を支援します。 

  

２ 参入企業の定着支援 

・農業参入した企業の経営の安定化に向けて、６次産業化や規模拡大等のステップアッ

プ（更なる事業展開）を支援します。 

・農業参入した企業の取り組みが持続的なものとなるよう、研修会や交流会等の開催に

よる農業技術・経営等のフォローアップや企業間ネットワークの強化に取り組みま

す。 

 

３ 市町村の受入体制の整備 

 ・企業の農業参入に対する市町村の意識を高めていくため、企業誘致に関するセミナー

の開催やフォローアップを実施します。 

 ・大規模な企業の農業参入を円滑に促進するため、市町村による企業向け営農提案書や

産地構想の作成の他、農地情報の把握等を推進し、参入を希望する企業を受け入れや

すい体制づくりを支援します。 

  ・農地の集積や基盤整備による農地の有効活用を図るため、くまもと水土里 GIS 等の IT

技術を活用した農地情報を整備・提供します。 

具体的な方策 

（１）担い手の確保・育成と経営基盤強化 

③企業等の農業参入の促進 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

取組方針（目指す姿） 
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［目標］ 

 ※平成 21 年度（2009 年度）の農地法改正以降の県調査結果 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 3 3 ) ) 

企業の農業参入件数（累計）   262 290 350 
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今後、人口減少が避けられない中で、食料の生産基盤を維持するためには、将来にわ

たって農地の総量確保と適正・有効利用を行うとともに農地の受け皿となる多様な農業

人材の確保が必要です。このことから、将来の地域農業の在り方や10年後の農地利用を

示した目標地図を作成する地域計画を着実に策定し、農地の集積・集約化を進めます。 

また、地域計画の実現に向け、担い手等への農地の集積に加え、農地中間管理機構を

軸として市町村、農業委員会、ＪＡ、土地改良区、農業公社、県等が一体となって担い

手間の利用調整やほ場整備等の基盤整備を実施するとともに、遊休農地の再生利用も図

りながら、担い手の農地の連担化や団地面積の増加を図ります。 

中山間地域等の耕作条件が不利な地域や担い手不足の地域では、新規就農の促進に加

え中小・家族経営などの地域社会の維持に重要な役割を果たしている多様な農業人材に

より、地域全体で農地の確保や有効利用を進めていきます。 

 

 

 

１ 地域計画の着実な策定と実践 

・市町村が主体となって策定する地域計画を着実に進めるため、策定手順や先行事例の

情報提供を行い、「くまもと水土里ＧＩＳ」等を活用して地域の話合い活動や目標地

図の作成を支援します。 

・市町村の農地集積推進チーム（市町村、農業委員会、ＪＡ、土地改良区、農業公社、

県等）により、取組状況の確認や情報共有を図るとともに、地域計画推進会議等を設

置し今後の方針や目標設定等を行うなど、地域計画の実践に向けて支援を行います。 

・地域計画には、認定農業者や集落営農組織等の担い手に加え、中小・家族経営などの

多様な農業人材を位置づけるとともに、遊休農地の解消・拡大防止等を含め、地域全

体で農地の有効利用を進めます。 

 

２ 農地バンクを活用した農地集積・集約化 

・農地の集約化は作付けの調整や農家の意向により短期間での取組みが困難であること

から、段階的に集約化を進める取組みについて農地集積推進チームを核に支援を行い

ます。 

・機構集積協力金等を最大限に活用しながら、農地中間管理機構を通じた担い手への農

地集積・集約化を進めます。 

・中山間地域や樹園地等の耕作条件の厳しい地域においては、地域内の話合いを踏ま

え、まとまりのある農地集積の支援を推進するとともに、小規模な基盤整備と併せて

園地集積の支援を行います。 

 

具体的な方策 

（１）担い手の確保・育成と経営基盤強化 

④担い手への農地の集積・集約 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

取組方針（目指す姿） 
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［目標］ 

 

 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 3 3 ) ) 

地域計画策定地区における集約化を実施し

た地区数 
－ 50 330 
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半導体関連企業等の菊池地域への進出等により、周辺農地の売買が加速化し、農地の

貸借契約の解除の発生により農地が減少するなど、営農継続に向け利用可能な農地の確

保などが課題となっています。そこで、農畜産業振興と企業進出の両立を図るため、市

町村等と連携し、営農継続に必要な農地の確保と生産支援について早急に対策を進めま

す。 

 また、営農継続県・市町村連絡会議等を通じて、今後の企業進出等による農地減少の

動向を注視するとともに、営農継続の支障となる新たな課題の把握、対応等の検討を進

めます。 

 

 

 

１ 利用可能な農地の把握及び情報共有の仕組みづくり 

  ＜農地等のデータベース化＞ 

・菊池地域及びその周辺地域の耕作放棄地等をくまもと水土里ＧＩＳに取り込み、現

地調査を行った上で、荒廃の程度、道路幅員等の情報や鳥獣被害をはじめとする

必要な耕作条件、市町村が策定した地域計画及び農家のニーズ調査等の情報を加

えて、利用可能な農地としてデータベース化（見える化）を進めます。 

   

  ＜マッチング＞ 

・耕作放棄地などの「利用可能な農地情報」と借地を希望される農家の「借りたい土

地の条件」をデータベース化し、これらの情報を市町村の相談窓口等と共有し、

営農継続に向けて農地と農家のマッチングを進めます。 

  ・マッチングにおいては、貸借契約の解除がされた農地がある市町村のみではなく、

市町村を跨った調整にも取り組みます。 

 

２ 水田・畑作物等の生産支援 

  ＜畜産＞ 

・飼料用とうもろこし等の飼料作物を確保するため、２期作作付面積拡大や単収向上

技術の普及、広域的な飼料作物の流通などの取組みを支援します。 

  ・また、地域社会との調和を維持していくため、家畜排せつ物の適正な処理・利用を

推進します。地元市町、農業団体と連携を強化し、堆肥の広域流通や耕畜連携の

取組みの促進、堆肥舎等の家畜排せつ物処理施設の整備などを支援し、地域の課

題解決を図ります。 

 

具体的な方策 

（１）担い手の確保・育成と経営基盤強化 
⑤農畜産業振興と半導体関連企業等の進出との両立に向けた 

営農継続支援 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

取組方針（目指す姿） 
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３ 耕作条件の整備 

 ＜耕作放棄地の再生＞ 

  ・代替農地として遊休農地の活用も必要となってくることから、現状を確認し再生が

可能なものについて作付け可能な農地への再生を進めます。 

 

＜鳥獣害対策＞ 

・野生鳥獣による被害を受ける代替農地の耕作条件を整えるため、鳥獣の侵入防止柵

等の整備を進めます。 

  ・市町村が作成する被害防止計画に基づき、農林業等に被害を及ぼす被害防除、鳥獣

の捕獲、生息環境管理等の取組への総合的な支援に取り組みます。 

 

  ＜基盤整備＞ 

・全国でも事例のない短期間での林地を含めた代替農地の整備に向け手引書を作成

し、関係市町村に共有するとともに、代替農地となり得る候補地の広域的な調査

などに取り組みます。 

・整備の必要性については、作付け希望者の意向を市町村等と連携して丁寧に把握し

たうえで、検討を進めます。 

 

  

［主な年次計画］ 

 

 

Ｒ６(2024) Ｒ７(2025) Ｒ８(2026)以降

マッチング支援

農地整備支援

実態意向調査

全体構想策定

事業実施

・緊急性が高い畜産農家への支援は既存事業を活用して個別対応

農地の確保

生産支援

（大きな影響を受けている

畜産農家への支援）

・関係農家へのニーズ調査の実施
・くまもと水土里GIS等による農地

情報の見える化

・地域計画データを追加し、GISによる情報共有を促進。

・代替農地の耕作条件の整備
・新たな農地基盤整備手法の手引

きの作成
・モデル事業の実施に向けた調整

・モデル地区における「くまもと型農地基盤整備」の実施

(更なる候補地調査）

代替農地の候補地調査範囲を
周辺市町村へ拡大

・菊池地域の乳用牛・肉用牛農家へアンケートを実施
・アンケート結果の取りまとめ、分析

・飼料作物の確保、家畜排せつ物の処理
利用等の対策や施設整備等の効果等を
整理

・Ｒ８年度からの施設整備等の事業実施
に向けた具体的な調整
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 農業協同組合の経営管理体制及び事業実施体制の整備や財務の健全性の維持・向上を

図るための助言・指導を行うことにより、組合が農業者の協同組織として「組合員への最

大奉仕」という目的の達成に向けた事業運営を促進します。 

 また、農業共済組合の業務内容や運営体制について助言・指導を行うことにより、農業

保険が農家意向に沿いつつ、それぞれの経営に応じた推進が図られ、自然災害や価格下落

等に見舞われた際のセーフティネットとして、経営の安定や拡大に十分な役割を果たせ

る適正な制度運用が図られるような組織運営を促進します。 

 

 

 

１ 農協の経営基盤・組織体制の強化 

 ・定期的な検査や経営分析等により、安定した経営基盤の確立と法令等遵守態勢の整備

について助言・指導します。 

・県域ＪＡ構想など農協の組織整備の実現に向けた自主的な取組みをサポートします。 

・組合等の本来の機能や役割が効率的・効果的に発揮されるよう、経営の健全化確保に

向けた自主的な取組みを促進します。 

 

２ 農業共済組合の業務内容・運営体制の強化 

 ・定期的な検査やヒアリングにより、執行管理態勢、法令等遵守態勢、リスク管理態勢

等業務運営全般について、適正かつ効率的で健全な運営が行われているかを把握する

とともに、問題がある場合にはその是正に向けて助言・指導を行います。 

 ・各種価格安定制度等に未加入の農家を中心に、農業保険（収入保険・農業共済）の加

入推進を図るため、農業共済組合の取組みを関係機関と連携しながら支援を行います。 

 

［目標］ 

 ※合併により農協数が減少する場合がある 

 ※自己資本比率の基準は、法令:4％以上、系統の自主ルール:8％以上であり、県内全総合農協において

基準を上回っている 

 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考年 

(R15(2033)) 

自己資本比率を満たした総合農協数 13 13 13 

取組方針（目指す姿） 

具体的な方策 

（１）担い手の確保・育成と経営基盤強化 

⑥農業団体の経営基盤・活動の強化 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 
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担い手の減少、労働力不足など農業を取り巻く環境の変化に対応して農業の生産性を

向上するため、令和６年（2024 年）10 月１日にスマート農業技術活用促進法※が施行さ

れました。本県では、ロボット・ＡＩ・ＩｏＴなどの最先端の技術の活用や、デジタル

技術を活用したデータ駆動型の農業経営を推進し、生産性の更なる向上を目指します。

特に、本県で最も作付面積の大きい水稲栽培において、スマート農業の導入による省力

化や省人化を重点的に進めます。 

また、デジタル技術を現地で活用するうえで必要な人材の育成に取り組みます。 

さらに、災害調査等のＤＸ化、ＩＣＴを活用した工事の推進による農地基盤整備の加

速化、およびＧＩＳシステムの活用による業務の効率化を進めます。 

 

 

 

 

１ 生産性向上のための新技術開発、実証及び普及拡大 

 ・研究や現地実証を行い、現場に導入できる技術の実装を進めます。 

・スマート農業に関する農業者の理解促進とデジタル技術を現場で推進できる人材の

育成に取り組みます。 

・農業大学校と農業関係高校とが連携し、スマート農業技術を実習の中で実践するこ

とで、技術習得及び就農意欲向上に繋げます。 

 

【部門ごとの方策】 

＜土地利用＞ 

・リモートセンシングデータと生育調査データの関連性を解明し、画像解析技術を活

用した水稲や麦の生育診断による収量及び品質の向上に繋がる技術を開発します。 

・ドローンによる効率的な防除は一定数普及が進んだことから、今後は農地の集積が

見込まれる地域営農組織へのほ場管理システム導入を推進します。また労働力不足

を補う省人化や低コスト化の更なる効果発現のため、圃場整備による大区画化の推

進と併せ、自動運転機械や既存機械への自動操舵システム導入によるスマート農業

の実装・普及を進めます。 

 

＜野菜＞ 

・施設野菜では、ＡＩ、ＩＣＴを活用し、ハウス内環境と匠の技の「見える化」によ

って栽培環境と技術の最適化を図る高度な環境制御を推進します。 

・露地野菜では、生育調査データ等から生育モデルを構築し、生育モデルと気象予報

値から出荷時期を精密に予測するシステムを開発します。また、機械化一貫体系

の導入により労働負荷軽減、効率的な栽培技術の普及に取り組みます。 

具体的な方策 

（２）農畜産物の生産性向上・競争力強化 

①スマート農業・ＤＸの実装加速化による生産性向上 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

取組方針（目指す姿） 

※１ 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 
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＜果樹＞ 

・スマート農業機械の導入による防除、収穫、除草作業等の省力化・軽労化を進めま

す。併せて、機械化による省力化を図るため、樹園地の基盤整備や平坦地への植

栽拡大に取り組みます。 

 

＜花き＞ 

・栽培環境を数値化し、匠の技を見える化したマニュアルの整備と普及により、高品

質な花き生産と計画出荷を推進します。 

 

＜畜産＞ 

・ドローン等を活用した省力的な草地管理技術や放牧牛探索技術を開発します。ま

た、各種センサーの活用による乳牛の繁殖成績向上技術やＡＩを用いた初生雛の

雌雄判別技術を開発します。 

・家畜の飼養管理の省力化や生産性向上を図るため、搾乳ロボットや発情発見装置な

どのスマート農業機械の導入を推進します。 

 

 

２ 業務及び工事現場でのＤＸ推進 

・ＩＣＴ活用工事や遠隔臨場等の活用を推進し、工事現場の施工性、安全性の向上を図

り、農業基盤整備の加速化等に取り組みます。 

・「くまもと水土里ＧＩＳ」を活用し、多様な情報を見える化し分析することで、農業

政策の効率的かつ効果的な展開に取り組みます。 

 

 

［目標］ 

※２ 水稲栽培の各作業（耕起、代かき、田植、施肥、防除、水管理、除草、収穫）において、 

スマート農業技術（経営・生産管理システムを含む）を１つ以上の作業で活用した地域 

営農組織等の水稲作付面積 

 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 3 3 ) ) 

水稲栽培におけるスマート農業活用面積※２

の割合（％） 
25 35 50 
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担い手の減少や労働力不足が進展する中、地球温暖化による気温上昇や集中豪雨・大

型台風の襲来、新たな病害虫の侵入等に加え、近年の生産資材の価格や物流費の高騰に

よる生産・流通コストの上昇など、農業を取り巻く環境は厳しい状況にあります。 

一方で、食料安全保障の確保が求められており、食料生産県として、消費者や実需者

が求める質の高い農畜産物を安定して供給することが重要です。 

このような状況下において、農業者が安心して農業に取り組み、農業所得を最大化で

きるよう、品種の開発・選定、スマート農業・ＤＸや自然環境・社会情勢の変化に対応

した新技術の開発と、生産現場等への速やかな普及・定着を進めます。 

 

 

 

１ くまもと農業の未来発展につながる新品種の開発・選定 

・本県の魅力を発信し、生産現場が夢を描ける品種の開発・選定を進めます。 

・生産性、耐病性に優れる品種や気候変動に強い品種の開発・選定を進めます。 

・美味しさ、健康志向や流通形態への対応など消費者や実需者ニーズの多様化に対応

した品種の開発・選定を進めます。 

 

２ 生産性の向上を目指した革新的な生産技術の開発 

・生産性が高く、品質や機能性に優れた農畜産物生産など、国内外に向けた本県の競

争力を高める技術を開発します。 

・食料の安定供給につながる農畜産物・飼料等の生産拡大技術を開発します。 

・ＩＣＴ、ＡＩ等の技術を活用し、低コスト・省力生産技術や品質向上・安定生産に

つながるスマート農業技術の開発を加速化します。 

・鮮度保持や品質維持につながる新たな生産や流通体系の構築に向けた技術を開発し

ます。 

・地球温暖化や気候変動等の影響、新たに問題となった病害虫等の発生に対応した安

定生産技術を開発します。 

・本県の特徴を活かしながら地域が抱える課題に対応し、地域振興につながる技術を

開発します。 

 

３ 環境にやさしい農業を推進する技術の開発 

・環境負荷軽減と高い生産性を両立する土壌管理法や堆肥等の地域未利用資源等の利

用を促進する技術を開発します。 

・天敵等の化学合成農薬に代わる資材や物理的・耕種的防除等を総合的に組み合わせ

た病害虫管理技術を開発します。 

具体的な方策 

（２）農畜産物の生産性向上・競争力強化 

②生産力の強化に向けた新品種・新技術の開発・普及 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

取組方針（目指す姿） 
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・農地や農業生産に由来する温室効果ガスの発生を低減させる栽培体系や土壌への

炭素貯留促進など、農業における CO2 ゼロエミッション化に貢献する技術を開発し

ます。 

・中山間地域における多面的機能や豊かな自然環境など、地域に潜在する資源や環境

を活用することにより、持続可能な農業の実践を目指す技術を開発します。 

 

４ 開発技術の速やかな普及 

 ・実用性の高い技術開発を行うため、生産現場での実証や農業者等との意見交換を行 

いながら研究を進めます。 

  ・県普及組織がＪＡ営農指導等との連携を強化し、開発技術の普及・定着を加速し 

ます。 

 

［目標］ 

 ※１ ４か年における合計の目標数（品種の開発・選定件数/４か年） 

 ※２ 各年毎の目標数 

 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 3 3 ) ) 

品種の開発・選定数（累計）（件）※１ 

革新的な生産技術の開発及び環境にやさし

い農業を進める技術の開発数（件）※２ 

－  

30 
  

５ 

30 

 

12 

30 
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くまもと農業の競争力を強めるため、消費者から選ばれる魅力のある農産物づくり及

び生産体制の強化に取り組みます。そのため、需要に即した品種の導入・普及、栽培技術

の改善・向上、品質管理の徹底により、魅力のある農産物づくりを進めます。また、土地

利用型作物については、優良種子の供給や実需者ニーズへの対応を進めるとともに、省人

化・コスト削減を加速化させます。さらに、園芸作物等については、品目ごとに需要に応

じた生産体制づくりを強化することにより、将来にわたって安定的な農産物供給に貢献

します。 

 

 

 

１ 消費者から選ばれる魅力ある農産物づくりの推進 

・食味、外観、耐病性、高温耐性などの優れた品種・系統の導入や、品質、日持ち性の

向上、グリーン農業など、こだわった農産物づくりのための栽培技術の普及を行いま

す。 

・県育成登録品種については、農業団体や生産者と連携して種苗の適正な流通・管理を

徹底します。 

・水稲では、耐暑性を持ち高品質・良食味である県のリーディング品種「くまさんの輝

き」の更なる作付面積の拡大を図り、県産米全体の品質の底上げと米産地としての評

価向上を目指します。また、実需者から要望が強い業務用米に適した多収品種や、米

粉用米、輸出用米等の新規需要米の生産拡大を支援し、収益確保に向けて需要に応じ

た米生産を推進します。 

・大豆では難裂莢性品種「フクユタカＡ１号」へ、麦では実需者ニーズに沿った品種へ

の転換を進め、併せて品質向上に向けた施肥改善やほ場の団地化及び排水対策の徹底

により、需要に応じた大豆・麦の安定生産を推進します。 

・いぐさ・畳表では、県育成優良品種の栽培・加工技術向上による銘柄品の更なる高品

質化、茶では全体の品質の底上げとともに、県育成新品種「熊本ＴＣ０１」による新

たな熊本茶ブランドの確立を目指します。 

・温州みかんでは、気象変動が激化する中、高品質果実の安定生産を図るため、効果的

なシートマルチ栽培の更なる取組みを推進します。熊本デコポン（不知火類）では、

加温から露地栽培までの合格率の向上を図り、12 月から６月までの長期間の計画出荷

とこだわり商材（加温・無加温プレミアム、こだわり葉付き、こだわり後期鮮度保持

資材個装)の安定出荷と拡大を推進します。また、外観や食味が優れている県育成カン

キツ「熊本ＥＣ１２」の導入を推進し、栽培面積拡大を図ります。 

・花きでは、品質向上を図るとともに、消費者へ品質の良さをＰＲするため、日持ち性

向上対策品質管理認証制度への取組みを推進します。また、県が育成したグリーン系

取組方針（目指す姿） 

具体的な方策 

（２）農畜産物の生産性向上・競争力強化 

③魅力ある農産物の生産体制強化 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 
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湿地性カラー「熊本ＦＣ０３」の導入を推進し、作付面積拡大を図ります。 

・食の安全や生産工程に対する信頼性確保のため、ＧＡＰの取組みを推進し認証取得を

支援します。 

 

２ 土地利用型農業の持続的な生産体制の強化 

 ・水稲、麦、大豆では、「熊本県主要農作物種子の生産及び供給に関する条例」に基づき、

将来にわたり優良種子の安定的な生産及び供給を確保します。 

 ・水稲、麦、大豆の生産は、ブロックローテーションを基本とし、転換作物を含めた水

田フル活用による産地の営農体制構築を支援します。 

・認定農業者や地域営農組織等の担い手へのスマート農業機械やＤＸ技術の導入・普及

を進め、労働力不足を解消する省人化や低コスト化を加速化させるとともに、更なる

農地の集積・集約化を進め、生産性の向上を図ります。 

 

３ 園芸産地等の需要に応じた生産体制づくり 

・トマトでは、厳寒期の消費喚起対策を推進するとともに、業務用仕向けの検討や、優

良品種の導入、生理障害（黄変果）・病害虫対策などにより出荷の安定・平準化を図り

ます。 

・いちごでは、年内から春先まで安定出荷できる生産体制を確立するために、「ゆうべ

に」の作付面積拡大と生産技術の向上と併せ、パッケージセンター等を活用した出荷

体制の整備・効率化を推進します。 

 ・温州みかんでは、国内需要に対応できる生産量を確保するとともに、最大需要期であ

る 12 月出荷量の拡大を図るため、園地の整備や集積・集約、品種更新を推進します。 

・花きでは、データに基づく栽培管理や病害虫対策の徹底、作型に応じた品種選定によ

り、計画出荷と単収向上を図るとともに、生産コスト削減につながる技術導入を推進

します。 

・農業用ハウス施設については、品目や作型に応じた防災にもつながるハウスの導入を

推進するとともに、ハウス補強等による長寿命化、中古・遊休ハウス施設の有効活用

を推進します。 

・いぐさ・畳表、茶、葉たばこ、薬用作物などの特産農産物については、実需者の求め

る品質、規格、機能性、加工方法などに対応できる生産・加工・出荷体制の整備を支

援します。 

［目標］ 

 ※(R3(2021)-R5(2023))のＪＡ熊本経済連の計画・実績より３カ年平均値 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考年 

(R15(2033)) 

「くまさんの輝き」作付面積（ha） 

温州みかんのマルチ等栽培の普及率（％） 

県育成茶品種「熊本ＴＣ０１」栽培面積（ha） 

トマトの 10a 当たり販売額（万円/10a）※ 

2,910 

32 

1 

530 

6,000 

33 

30 

550 

7,000 

35 

79 

550 
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近年、輸入飼料や燃油・資材等の物価が高騰しており、畜産物の生産コストが増大し

ています。一方で、畜産物の販売価格は、一部の品目を除き停滞しており、畜産経営の

収益性に大きな影響を及ぼしています。 

安定した畜産物の生産と持続的な畜産経営を実現するため、畜産生産基盤の維持・強

化をはじめ、畜産物のブランド価値向上及び国産飼料の生産・利用拡大を進めます。 

 

 

 

１ 畜産生産基盤の強化    

  ・畜産の収益性の向上や生産基盤の強化を図るため、特に地域への波及効果が高いと認

められる中心的な経営体について、家畜飼養管理施設や自給飼料生産施設等の整備及

び機械導入を支援します。 

・実需者や消費者のニーズに応じた畜産物の高品質化に対応するため、遺伝的情報等を

活用した家畜改良の加速化や経済形質に優れた牛群への更新等の支援を進めます。ま

た、褐毛和種については、消費者等のニーズや流通の実態に則した改良目標を設定し

ます。 

 

２ 畜産の競争力強化    

 ・県産牛肉のブランド価値向上に向け、県内の統一ブランド「くまもと黒毛和牛」の首

都圏への安定的な出荷体制構築に取り組むとともに、ＧＩ登録された「くまもとあか

牛」や交雑種ブランド「くまもとの味彩牛」の県内及び大都市圏でのＰＲ強化と取扱

指定店の新規開拓に取り組み、県産牛肉の販路・消費拡大を進めます。 

・家畜市場における和子牛をはじめとする県産肉用牛の流通の合理化を推進するため、

地域の実情を踏まえた県内家畜市場の再編に向けた取組みを支援します。 

・県産畜産物の更なる輸出拡大に向け、農業団体等が実施する乳製品や牛肉の海外での

プロモーション活動等を支援します。 

 

３ 国産飼料の生産拡大、耕畜連携の強化   

 ・飼料生産に取り組む耕種農家等の生産者集団や耕畜連携をサポートする外部支援組織

の機械導入やモデルとなる新たな取組みを支援し、国産飼料の増産を進めます。 

・家畜排せつ物の適正処理と有効利用を進めるため、堆肥保管施設や散布機の整備等に

よる堆肥の広域流通の更なる促進と、研修会等によるニーズに合った良質堆肥の生産

及び利用供給体制の構築を進めます。 

 

 

具体的な方策 

（２）農畜産物の生産性向上・競争力強化 

④持続的な畜産経営に向けた生産基盤強化・収益性向上 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

取組方針（目指す姿） 
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［目標］  

 

 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 2 3 ) ) 

肉専用種繁殖雌牛頭数（頭） 

県産牛肉取扱指定店数（店） 

飼料生産外部支援組織受託面積（ha） 

41,320 

256 

3,261 

42,100 

280 

3,300 

43,140 

310 

3,360 
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今後、人口減少が進み、農業者の減少や高齢化が一層進行する中、食料の安定的な供

給や農畜産物の生産力向上のためには、担い手への農地集積・集約や農作業の省力化を

進める必要があります。また、併せて需要が高い野菜や麦・大豆等の畑作物の生産拡大

も必要であり、その条件を整える農業生産基盤の整備は必要不可欠です。 

このため、農地の大区画化、水田の汎用化等に向けた基盤整備を推進します。 

また、農業水利施設は、重要な社会資本ストックですが、その多くが戦後の高度経済

成長期に整備され、老朽化対策が課題となっています。中でも排水機場は、経年劣化に

よる突発的な事故も増加傾向にあります。 

このため、農業水利施設の更新整備を加速化するとともに、施設の監視・診断・補

修・更新等の長寿命化を図る戦略的な保全管理を推進します。 

 

 

 

１ 農地集積を加速化する農地の大区画化 

 ・地域の特性や営農に則した基盤整備（区画整理）を実施し、農地の大区画化と担い手

への農地集積・集約を推進します。 

 ・スマート農業の導入に対応した基盤整備を推進します。 

２ 国産農産物の生産拡大に向けた基盤整備や汎用化の推進 

 ・高収益作物の導入や麦・大豆・飼料作物等畑作物の作付拡大に向け、近年の気象状

況、農村地域の開発状況等を踏まえた排水対策及び暗渠排水・客土等による水田の汎

用化等を推進します。 

 ・畑地において、導入作物等の営農に応じたかんがい施設等の整備を推進します。 

３ 老朽化する農業水利施設の着実な整備 

 ・老朽化が進行している排水機場をはじめ頭首工、農業用用排水路などの更新整備を計

画的に推進します。 

４ 農業水利施設等の適正な保全管理と土地改良区の組織運営基盤の強化 

 ・土地改良区が地域の関係者と連携し、農業水利施設を将来にわたって適正に保全して

いくため、「地域の農業生産基盤の保全」及び「土地改良区の運営基盤の強化」に関

する事項について定める「水土里ビジョン」策定の支援に取り組みます。 

・農業水利施設等の点検・診断結果等のデータを「くまもと水土里 GIS」で定期的に管

理する体制を確立し、リスク管理やライフサイクルコストの低減を図るストックマネ

ジメントに取り組みます。 

・熊本県土地改良区統合整備計画に基づき合併を推進するとともに、女性の役員登用の

働きかけなど、土地改良区の運営の活性化に向けた支援に取り組みます。 

 

具体的な方策 

（２）農畜産物の生産性向上・競争力強化 

⑤強固な生産基盤の整備と保全管理 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

取組方針（目指す姿） 
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［目標］ 

  ※基盤整備とは、土地改良法に基づく区画整理のこと。 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考年 

(R15(2033)) 

基盤整備※実施面積(ha)  －  430  860 

更新整備又は長寿命化対策に着手した

農業水利施設の受益面積(ha) 

女性理事がいる土地改良区の割合(％) 

－ 

 

12.1 

2,500 

 

66 

5,000 

 

100 
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食料安全保障や食の信頼への関心の高まり、農産物輸送における2024年問題等への対

応など、農畜産物の持続可能な生産・流通体制の強化を図るためには、生産、加工、流

通・輸送、市場、小売等の事業者ごとの対応だけでは難しい横断的な問題が増加してい

ます。 

また、消費者が県産農畜産物の品質の高さや生産のこだわりなどの価値を知り、安心

して購入できるようになるためには、生産、加工、流通・輸送、市場、小売等の各段階

の事業者が農畜産物の付加価値を向上させ、消費者に伝えることが重要です。 

このため、県産農畜産物の付加価値を産地から消費地まで効果的、効率的に届けるた

め、各事業者や関係機関による連携を強化し、県産農畜産物の生産出荷工程の最適化や

販売力強化を進めます。 

 

 

１ くまもと産農畜産物の認知度向上と販売力強化 

・大都市圏の卸売市場に対して、県産農産物等の信用力の向上とシェアの拡大を図る

ため、トップセールス等による販売力の強化を図ります。 

・大都市圏の量販店等に対し、相互の情報交流やフェアを通じた販売支援等により連

携を強化し、主力品目を中心に売り場確保、販路拡大、取引量の増加を図ります。 

・有望な新品種等について、その特長や魅力の紹介、食べ方や加工方法の提案等、販

売実証を通じたＰＲや売込みを行います。 

・県産主要農林畜水産物を広く周知するため、「くまもとの赤」を切り口にしたＰＲ

活動や国内外に発信力のある各種大使を活かした取組みを展開します。 

・首都圏の有名ホテルやレストランのシェフや経営者等を県内産地見学に招聘し、熊

本の農林水産物の良さを認識してもらったうえで、熊本フェアの開催や恒常的利用

を進めます。 

・消費者に生産履歴等の情報を提供するため、ＱＲコード等を活用したトレーサビリティ

システムの導入を進めます。 

 

２ 生産、加工等工程の最適化と特色のある農畜産物の販路拡大 

・生産や流通の現場に専門家等を派遣し、施設、機械の高度化や一連の作業の最適化

への取組みを支援します。 

・魅力ある地域資源のブランド確立により、産地のイメージと商品の価値を消費者に

届ける取組みを支援します。 

・特色のある県産農畜産物等については、こだわりの産品を求める大都市圏の百貨店

や飲食店、食品事業者等への情報発信を強化するとともに、新しい生活様式に対応

した商談機会の創出やＥＣサイトの活用などによる販路の拡大につなげます。 

具体的な方策 

（３）農畜産物の高付加価値化・販売力強化 

①県産農畜産物の販売力強化と生産、加工等工程の最適化 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

取組方針（目指す姿） 
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・地域ならではの特性を持つ県産農畜産物等のブランド保護や他産地との差別化を図

るため、地理的表示（ＧＩ）保護制度等の活用を支援します。 

     

３ 産地出荷体制の機能強化と効率的な輸送体制の実現 

・県産農畜産物等の安定供給を確保し市場等からの信頼を堅持するため、トラック輸

送を中心とした輸送体系を維持しつつ、選果施設等の荷役作業の改善支援の他、農

産物等の一時保管施設や中継基地の活用など、効率的で安定した輸送体制の構築を

進めます。 

・トラックドライバーの時間外労働の上限規制が罰則付きで適用されたことにより、

県産農畜産物の県外輸送に滞りがないよう、農業団体等と連携して出荷体制の強化

や効率的な輸送体制の構築を進めます。 

・穀類共同乾燥調製施設及び茶工場等については、産地が主体となった需要に応じた

生産による、品目・品種の変化に対応した施設の機能強化・再編整備を推進します。

また、園芸品目については、選果施設等の機能強化や自動化による安定した選果体

制の構築とともに、ＪＡの枠組みを超えた広域集荷体制・他品目利用による施設の

広域利用を推進します。 

・県産農産物として品質や規格が一定したものを供給するため、選果場間の規格や選

果基準の統一、糖度センサーを活用した区分出荷などの取組みを推進します。 

 

［目標］                          

  ※量販店、果実専門店、百貨店等 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考年 

(R15(2033)) 

首都圏ホテル、レストランにおける熊本フェ

ア開催数（社（日）） 

３ 

(90) 

５ 

(120) 

７ 

(150) 

首都圏等における県産農畜産物連携量販店※ 

（社（回）） 

15 

(30) 

16 

(30) 

18 

(40) 

県内ＪＡ農産物集出荷システム構築 － １ １ 

集出荷施設等の再編・広域利用（箇所） 11 13 15 
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６次産業化とは、農林畜水産物の付加価値を高め、農林漁業者の所得向上に資する取

組みの一つです。本県の農業生産関連事業（農産加工、農産物直売所等）による年間総

販売金額は、全国４位の 861 億円(R4 年度 6 次産業化総合調査)であり、活発な取組みが

みられます。 

近年では、農林畜水産物の多様な地域資源を活用した付加価値の創出によって、所得

と雇用機会の確保を図る取り組みが注目されています。 

また、本県には加工原料として需要が多い全国有数の農畜産物があるものの、６次産業

化による付加価値の創出や認知の向上につながっていない地域資源もみられます。 

そこで、「食のみやこ熊本県」の創造に向け、新たな加工・販売を含めたビジネス展

開の推進と産地からのブランド確立に向けた発信により、地域経済の発展や担い手の持

続的な経営発展を図ります。 

特に県南地域については、「くまもと県南フードバレー構想」をステージ２として、

更なる展開を図り、地域活性化に取り組みます。 

 

 

 

１ 付加価値の高い農畜産加工品の開発、販路開拓の支援 

 ・「地域資源活用・地域連携熊本サポートセンター」や「熊本県農産物加工推進協議

会」の運営により、６次産業化に取組む農業者への専門性の高い商品づくりと事業

拡大を支援します。また、全国展開に向けた高付加価値化と販路拡大・開拓のた

め、アグリビジネスセンターや異業種連携等による商品開発や商談成約を支援しま

す。 

・６次産業化のための施設整備が困難な農業者等を支援するため、アグリビジネスセン

ターでの試作やＯＥＭ事業者の情報提供やマッチングを行います。 

・ＨＡＣＣＰ等の高度な衛生管理基準取得を推進するため、加工機器・施設等の環境整

備を支援します。 

 

２ 経済波及効果を生み出す食関連事業者の誘致・育成 

・農業と地域社会をつなげるアグリビジネスの展開や農業の枠を超えた新たな付加価値

を創出するため、ソフト面では農畜産物の機能性やデザイン性に着目した商品開発、

ハード面では加工施設・直売所・レストラン等の複合型６次産業化施設整備等の取組

みを支援します。 

・特に県南地域については、更なる食関連企業の誘致と地場企業の育成を推進し、食と

農を核とした地域活性化に取り組みます。 

 

具体的な方策 

（３）農畜産物の高付加価値化・販売力強化 

②６次産業化等の推進 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

取組方針（目指す姿） 
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３ 魅力ある地域資源の産地ブランド確立 

・消費者のニーズや人気が高い６次産業化商品の原材料となる豊富な地域資源（農畜産

物）の産地ブランド化を進めるため、地元市町村と連携を深めながら、地域の協働

体制の構築や地域資源の認知・評価向上の取組みを支援します。 

 

４ くまもと県南フードバレー構想ステージ２の推進 

・令和５年度（2023 年度）に構想策定から 10 周年を迎えたフードバレー構想について

は、引き続き市町村や食関連企業等と連携しながら、「くまもと県南フードバレー

推進協議会」を中心に新商品開発による農畜産物の高付加価値化を推進していくと

ともに、インバウンドを含めた販路拡大、人材の育成等に取り組みます。 

 

［目標］ 

※１：農林水産省の 6 次産業化総合調査（農産物加工、農産物直売所、農家レストラン、観光農園、 

農家民宿の販売額）。数字は、前年度の調査値。 

※２：協議会が支援等を行う展示商談会及び個別商談会へ出展した事業者の商談が成約した件数及び 

フードバレーアグリビジネスセンターのマッチングによる商談成約件数 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 3 3 ) ) 

6 次産業化関連販売金額(億円)・全国順位※１ 
 

くまもと県南ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾚｰ推進協議会等の支援

による累積商談成約件数※２ 

861(4 位) 

 

332 

 

931(3 位) 

 

465 

 

1,000(2 位)

 

765 
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熊本県は全国に先駆け、平成 21 年（2009 年）に食材のみならず、木材やいぐさなど

も対象とした「くまもと地産地消推進県民条例」を制定しました。 

この理念のもと、県内農林畜水産物等に対する県民の理解促進や消費拡大、地域の伝統

的な生活文化の継承を行い、市町村、生産者、事業者及び県民の自発的な取組みを推進

し、本県農業の持続的な発展と豊かな県民生活の実現を目指します。 

 

 

 

１ 情報発信による消費者理解と消費行動の促進 

・ホームページ「くまもとのアグリ＆フード」や「くまもとグリーン農業」、ＳＮＳ

「ＫＵＭＡ ＲＩＣＨ」等を活用した情報発信を強化し、若年層を含めた幅広い世代

への理解促進を図ります。 

・県民の地産地消への関心を喚起できるようなイベントや旬の情報を継続的、かつ、

タイムリーに提供していくために、県内市町村やＪＡ等関係機関との連携を強化し

ます。 

・地産地消の趣旨に賛同し、県産品を販売する店舗及び県産品を使用する飲食店を

「熊本県地産地消協力店」として指定し、生産者と消費者との橋渡しの役割を広く

担ってもらうことにより、地産地消の取組みを推進します。 

・地産地消推進の中核を担っている県内の直売所や物産館における売り場の魅力アッ

プやネットワーク化に向けた支援を強化し、県民の地産地消行動を促進します。 

・県内消費者を対象とした体験交流イベント等を通して、地産地消実践の機運醸成を

行うとともに、消費者の本県農業に対する理解促進を図ります。 

・県内の保育園や小学校等を対象に、県産の温州みかんや緑茶等、地域の特産である

農畜産物や文化に対する理解を深める取組みを推進するとともに、県産花きの企業

や家庭での需要を拡大する取組みを推進します。 

 

２ 県産農林畜水産物等の利用促進 

・県産農林畜水産物の県内消費を図るため、半導体企業をはじめとした県内企業等の

社員食堂で県産品の利活用を働きかけ、食堂での恒常的な利用と社員等の日常生活

での購買につなげていきます。 

・地産地消協力店となっている飲食店に対して、県産農林畜水産物及び加工品のマッ

チングを行い、更なる利用拡大を推進します。 

・学習教材を通して、学童期からの県産農林畜水産物の理解促進を図るとともに、給

食等での県産品の利用を推進します。 

 

具体的な方策 

（３）農畜産物の高付加価値化・販売力強化 

③地産地消の推進 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

取組方針（目指す姿） 
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・県産品の県内流通を促進するため、地域内流通システムの構築を図ります。 

・県産畳表の普及・消費拡大のため、イベント等での周知活動を行うとともに、住宅

や公共施設等への利用を促進します。 

   

３ 食文化の継承 

 ・郷土料理に関する知識や技術を有する「くまもとふるさと食の名人」と学校教育の連

携による出前授業等を通じ、次世代へ地域の食文化を伝承します。 

 ・「くまもとふるさと食の名人」による地元食材を使った料理講習などにより、地産地

消を推進します。 

 

［目標］ 

※県民アンケート調査より 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 3 3 ) ) 

地産地消に関心があり、なるべく県産農林

水産物を購入している人の割合※（％） 

地産地消サイト（HP）の年間閲覧数 

41.1 

 

 51,733 

45.0 

 

57,000 

50.0 

 

57,000 
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人口減少に伴い国内市場が縮小する中で、輸出の促進は、農林畜水産業や食品産業の

維持・発展のために重要な取組みの一つとなっています。 

これまで本県では、輸出の拡大に取組む事業者への支援等に力を入れてきました。そ

の結果、県産農畜産物の輸出額は、海外での日本食人気の高まりを背景に、新たな販路

開拓・拡大により、順調に増加しています。 

引き続き、畜産物（牛肉・牛乳）やいちご、メロン等、主力品目の更なる輸出拡大を

目指し、台湾をはじめとするアジア圏やアメリカにおける販路拡大、新規国の市場開拓

に加え、輸出先の検疫や食品衛生等の規制に対応できるよう、県内産地の体制整備・強

化等の支援を行います。 

また、本県が育成した優良品種が海外へ流出しないように、海外における知的財産権

保護に取り組みます。 

  

 

 

１ 輸出に取り組む事業者等の育成 

 ・牛肉やいちごなど、商品力の向上を図りながら、農業団体等が実施する海外での商談

会やプロモーション等を支援します。 

・輸出畜産物、特に食肉の取扱いにおいて認定を受けた適合施設に対し、輸出先国から

求められる衛生管理基準に対応した施設の機能向上や、アニマルウェルフェアに対応

した施設の運営体制構築等を支援します。 

・農産物では、輸出相手国の検疫条件を満たす園地や施設の登録を進めるとともに、各

国の残留農薬基準に対応する防除暦の策定等を支援します。 

 

２ 海外での知的財産権の保護 

・優良な県育成品種の海外流出や無断増殖防止のため、海外での品種登録に取り組みま

す。 

 

［参考］ 

 

 

  

 

   

 

農林畜水産物等の輸出額※ 

(R5(2023))    122.4 億円/年 

(R9(2027))      140 億円/年 

具体的な方策 

（３）農畜産物の高付加価値化・販売力強化 

④農畜産物の輸出拡大 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

取組方針（目指す姿） 

  ※出典「くまもと新時代共創総合戦略」重要業績評価指標(農畜産物以外も含む) 
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本県のきれいな地下水と豊かな土を守り、熊本の宝として 50 年先、100 年先に引き継

がれていくよう、地下水と土を育む農業推進条例に沿った取組みを実施します。 

一方、地球温暖化による大規模な自然災害の頻発や生物の生息環境への影響など、農

業においても環境に配慮した対応の強化が求められています。そこで、環境負荷を低減

させ持続的な農業を進めるため、熊本県みどりの食料システム基本計画に基づき、土づ

くりを基本としたくまもとグリーン農業とＣＯ２ゼロエミッション化を推進するととも

に、県民の理解と協力を得る取組みを進め、「環境にやさしい農業」と「稼げる農業」

の両立を実現させます。 

 

 

 

１ くまもとグリーン農業の推進による環境負荷低減 

・化学肥料については、生産性の維持・向上を図りながら更なる削減を進めるため、

土壌分析に基づく適正施肥をはじめ、化学肥料の代替となる堆肥や有機質肥料の活

用、堆肥の肥料成分を考慮した施肥設計を推進するとともに、未利用資源を活用し

た肥料の開発支援、試験研究における効率的な施肥方法等の技術開発に取り組みま

す。 

・化学農薬については、農産物の安定した品質・収量を確保しつつ更なる削減を進め

るため、環境への負荷が小さい農薬への転換や発生の予防に重きを置いた総合防除

など、環境負荷低減や省力化につながる技術の確立と普及を推進します。 

・有機農業の取組みを拡大するため、新規参入や慣行栽培からの転換の促進、有機農

地の団地化、集出荷システムの構築、技術サポート体制の整備等に取り組みます。 

 

２ 温室効果ガスの発生抑制と地下水かん養等の環境保全の推進 

・農業に由来する温室効果ガスの発生を低減させるため、燃油の消費を極力減らす省

エネ施設・機械の導入を支援するとともに、排出抑制につながる栽培管理方法や作

型、家畜排せつ物の管理方法や家畜の飼養管理等について、技術開発と普及を進め

ます。 

・農地土壌への炭素貯留を推進するため、バイオ炭や緑肥等の有機物施用による作物

への影響や温室効果ガス削減効果を検証するとともに、技術開発と普及を進めま

す。 

・農業生産におけるプラスチック類の使用量を削減するため、プラスチック被覆肥料

等の代替技術の開発・普及を進めるとともに、廃プラスチックの回収・リサイクル

を推進します。 

 

具体的な方策 

（４）環境に優しく変化に対応した生産体制の確立 

①地下水と土を育む農業及びみどりの食料システムの推進 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

取組方針（目指す姿） 
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・地下水保全のため、農業団体等と連携しながら、主食用米や飼料用米、ＷＣＳ用イ

ネ等の生産活動に加え、休作期間の湛水など、水田を有効活用した地下水かん養に

つながる取組みを推進します。 

・地下水保全や温室効果ガス削減の取組みを効果的に進めるため、農業生産活動に関

連した地下水保全の効果や、農業に由来する温室効果ガスの排出量と削減方策等に

ついて、学術機関や試験研究機関と連携して調査を行い、得られた調査結果や情報

を広く共有します。 

 

３ 県民運動の展開と消費者理解の促進 

・地下水かん養や環境負荷を低減した農業の取組みの機運を更に高めるため、農業者

への制度周知と取組推進に加え、流通・消費に至る各段階での相互連携と協働を進

めるとともに、企業や消費者団体、教育機関等とも連携した積極的な情報発信や啓

発活動に取り組みます。 

・消費者の購買行動につながるよう、地下水と土を育む農畜産物やくまもとグリーン

農業農産物に対する理解醸成や購入機会の拡大を進めます。 

 

 

［目標］ 

 ※基準年は R4 年度（2022 年度） 

 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 3 3 ) ) 

化学肥料の削減割合（H28 年比％） 

化学農薬の削減割合（R元年比％） 

耕地面積に占める有機農業の割合※(％) 

3.7 

6.2 

1.2 

15 

8 

1.5 

24 

13 

1.8 
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安定した農業経営や安心・安全な農村環境の実現のためには、自然環境と向き合い、

豪雨、地震、台風、火山の噴火等の自然災害に強い持続可能な農業・農村を構築してい

く必要があります。 

そのため、土地改良施設等の防災・減災機能の維持や強化を着実に進めるとともに農

村地域の国土強靱化対策を推進します。 

特に、近年、頻発化・激甚化する自然災害に対応していくため、市町村や関係農家等

との連携のもと農地や農業用水利施設を活用した流域治水を推進します。 

また、自然災害が発生した場合も迅速なサポートや応急工事等により、農家の痛みを

最小化します。さらに、災害からの復旧・復興にあたっては、単なる原形復旧に留まる

ことなく改良復旧に積極的に取り組むとともに本県農業の発展を見据えた創造的復興に

取り組みます。 

 

 

 

１ 国土強靱化に向けた防災・減災対策 

・排水機場をはじめとする農業水利施設や海岸保全施設など、防災・減災インフラの

保全管理と整備を計画的に進めます。 

・県内の農業用ため池について､劣化状況や目視点検などの結果を踏まえ､適正な保全

管理に向けた取組みを推進します。特に防災重点農業用ため池については､関係法に

基づき、市町村等と連携を図りながら地震豪雨耐性評価を含む防災工事等を計画的

に進めます。 

・農業用ダムについては、かんがいや治水などの機能を発揮するよう適切に管理を行

います。さらに、事前放流の状況や貯水位等のダム情報など、防災に関する情報を

収集し河川管理者と連携してリアルタイムの情報発信・共有に取り組みます。 

・豪雨による被害を軽減するため、農業水利施設を活用した事前放流のほか、農家や

多面的機能活動組織等と連携した「田んぼダム」による流域治水を推進します。 

・降灰による農作物被害を最小化するため、速やかな技術情報の提供や資材や設備、

機械の導入等に取り組みます。 

 

２ 自然災害からの創造的復興 

・災害が発生した際には、「くまもと水土里 GIS」などの IT 技術を活用した被害状況

の見える化等による初動対応に加え、応急対応を含む災害復旧事業等により生産基

盤の速やかな機能回復を図ります。 

・災害復旧に当たっては､再度災害の防止等に向けた改良復旧に積極的に取り組みま

す。 

具体的な方策 

（４）環境に優しく変化に対応した生産体制の確立 

②農業・農村の国土強靱化の推進と災害対応 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

取組方針（目指す姿） 

-60-



・また､被災農地の周辺も含めた大区画化や個別経営体又は地域営農組織等への農地集

積・集約化及び農地の汎用化など､地域の将来を見据えた創造的復興に取り組みま

す。 

 

 

［目標］ 

 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 3 3 ) ) 

更新整備又は長寿命化対策に着手した排水

機場の受益面積（ha） 

 

情報発信に取り組む農業用ダム(基) 

田んぼダムの取組み面積(ha) 

－ 

 

 

０ 

617 

1,500 

 

 

７ 

770 

3,700 

 

 

７ 

1,000 
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 近年、極端な気象によりこれまでにない長雨、豪雨、干ばつ、異常高温、台風、暖冬、

積雪などにより農業被害や出荷時期の集中が発生しており、収量や販売価格に影響を及

ぼしています。 

 このため、気象等に左右されない生産体制を構築し、生産者の安定した所得確保のため

の取組を推進するとともに、価格低迷の影響を小さくするため、農業経営の規模拡大や農

地集積など生産基盤の強化による生産コストの低減や、需要に応じた生産・販売等ができ

る体制を整えるとともに、減収や価格低迷等が発生した場合でも、農業保険制度や各種経

営安定制度、価格安定制度の活用等により、生産者が安心して経営に取り組める環境の整

備を進めます。 

 

 

 

１ 災害防止施設等持続可能な生産体制の強化 

・土地利用型作物については、品種の組み合わせや作期分散によるリスク軽減や適期防

除等による被害軽減など栽培面での対策を支援します。 

・施設園芸では、高温対策として、温暖化対応品種の選定や遮光資材活用などの生産技

術での対策を推進します。また、台風対策では、資本力、技術力のある生産者には、

品目・作型・経営に応じて耐候性強化ハウスの導入を進め、強風からのリスク回避に

よる生産安定を図ります。なお、耐風性が低い既存ハウスにおいても、耐風性の強化

を図るため防風ネット設置や補強等を推進します。 

・気象条件の影響を受けやすい永年性作物については、果樹では温暖化対応品種への転

換や、暴風・干ばつ・長雨、豪雨等に対応するための防風施設や果樹棚強化、灌水排

水施設等気象災害に対応できる園地、施設整備を支援します。茶では晩霜被害等に対

応するための防霜ファン等の整備を支援します。 

・畜産については、暑熱等の影響を軽減するため、畜舎内への細霧装置や換気設備等の

整備、畜舎屋根への遮熱材や散水器の設置など畜舎環境の改善を支援します。また、

家畜への十分な給水や良質な飼料の供給など、適切な飼養管理を進めます。 

 

２ セーフティーネットへの加入促進による担い手の経営安定 

・様々なリスクにさらされている農業の経営安定を図るため、農業保険（収入保険、農

業共済）制度の更なる周知啓発や収入保険の加入促進に向けた青色申告者の増加につ

ながる取組みを、熊本県農業共済組合等の関係団体と連携し、農家の経営状況や生産

作目に応じて推進します。 

・また、品目別の収入や価格の低下対策としての米等のナラシ対策、野菜、畳表や畜産

の価格安定制度等、同じく国費が投入されている農業保険との重複ができない制度を

取組方針（目指す姿） 

具体的な方策 

（４）環境に優しく変化に対応した生産体制の確立 

③自然災害・価格低迷等に対応したリスク軽減対策の推進 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 
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含め、農業者が自らの経営実態に則した適切なセーフティーネットを選択し利用でき

るような取組みを進めます。 

・燃油価格高騰に対しては、国のセーフティーネット（野菜、果樹、花き、茶等の燃油

価格高騰対策）への加入を進めます。 

 

３  災害発生後の生産体制復旧支援 

・人的支援、生産指導、金融支援など、経営の継続や早期再建に向けたきめ細かなサポート

体制を構築します。 

・冠水や土砂流入に対し速やかな対応を実施するための技術情報の提供を行います。 

 

［目標］     

※ナシ、カキ等の落葉果樹における防霜ファン、スプリンクラー、強化棚等整備 

 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考年 

(R15(2033)) 

落葉果樹の気象災害軽減施設整備面積割合（％）※ 41 50 60 

認定農業者のセーフティーネット加入率（％） 91 95 100 
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全国各地で発生が確認されている鳥インフルエンザや、豚熱、また、近隣諸国で発生

している口蹄疫やアフリカ豚熱については、依然として発生・国内への侵入リスクが高

い状態です。これら家畜伝染病の発生は、畜産の計画的及び安定的な生産に大きな影響

を与えるものであり、防疫対策を強化することは、畜産物に対する消費者の信頼を得る

ためにも不可欠です。このため、飼養衛生管理基準に基づいた畜産農家への指導に取り

組み、伝染病の発生及びまん延を防ぐ体制を強化するとともに、産業動物獣医師及び公

務員獣医師の継続的な確保・育成に取り組みます。 

一方、近年の温暖化等による気候変動、人やモノの国境を越えた移動の増加等に伴い、

国内及び県内未発生の重要病害虫の侵入するリスクが高まっています。こうした重要病

害虫が県内に侵入した場合に、早期に発見し、速やかに的確な防除を実施できるよう、

侵入警戒の強化並びに初動防除・まん延防止の体制整備に取り組みます。 

  

 

 

１ 家畜伝染病防疫対策の強化 

・悪性家畜伝染病侵入防止対策の高位平準化のため、地域一体となって飼養衛生管理基

準に基づいた防疫体制強化を行う関係団体等への指導と必要な支援に取り組みます。 

・県の悪性家畜伝染病防疫対策マニュアルについて、国の防疫指針や発生状況等に応じ

て随時見直し、発生及びまん延防止対策に取り組みます。 

・野生いのししのサーベイランス及び捕獲の強化を行い、豚熱やアフリカ豚熱の侵入及

びまん延防止に取り組みます。 

・家畜保健衛生所が関係市町村及び団体と連携して行う臨床立入検査により、畜産農家

における飼養衛生管理基準遵守の指導に取り組みます。 

・家畜保健衛生所が行う病性鑑定において、畜産農家における慢性疾病等の診断を行い、

産業動物獣医師がその結果に基づく適切な治療及び再発防止対策を行うことにより、

畜産農家の生産性の向上を促します。 

 

２ 獣医師の確保及び育成 

・熊本県内で産業動物獣医師又は公務員獣医師として働くことを希望する獣医大学生を

対象として、「獣医師確保修学資金」により支援するとともに、小中高生を対象とし

た獣医師確保 PR 動画等による情報発信及び獣医師育成のための研修の充実等に取り

組みます。 

 

 

 

具体的な方策 

（４）環境に優しく変化に対応した生産体制の確立 

④家畜伝染病、病害虫の侵入リスクを最小化する防疫対策強化 

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

取組方針（目指す姿） 
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３ 侵入病害虫まん延防止体制の強化 

・植物防疫法に基づく、防疫体制を強化するため、市町村及び農業団体等で構成される

地域連絡会議の体制整備と連携強化に取り組みます。 

・病害虫防除所が実施する侵入調査については、病害虫の発生状況に応じて見直しを行

いながら、重要病害虫等の早期発見に取り組みます。 

・新たな病害虫の診断に対応するため、病害虫防除所等において、診断に必要な機器等

を整備し、診断技術の向上に取り組みます。 

 

 

［目標］ 

※獣医師確保修学資金（産業動物獣医師確保修学資金貸与事業）を貸与した学生が、県内の産業動物獣

医師か県の農林水産部公務員獣医師として修業した累計の人数 

 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 3 3 ) ) 

産業動物又は農林水産部公務員獣医師の確

保人数（人） 
10 20 30 
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中山間地域を今後も安定的に維持していくためには地形的制約等がある一方で、冷涼

な気候等を利用した農作物の生産が可能である点を活かし、農業を柱とした収入や複合

的な収入による多様な所得を確保することが重要です。 

そのため、収益が見込める新たな農作物の導入や栽培方法、効率化や省力化等に向け

たデジタル技術の活用により、地域の様々な課題の解決や地域活性化に繋げる取組みを

意欲的に行う地域を後押しします。 

一方で、人口減少や高齢化がさらに進行し、共同活動による農地保全や地域コミュニ

ティの維持が困難となることが予想されます。 

そのため、中山間地域において複数の集落の機能を補完する農村型地域運営組織（農

村ＲＭＯ）の形成を推進し、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて生活支

援に資する取組みを通じ、元気で豊かな農村地域社会を次世代に継承します。 

 

 

 

１ デジタル技術や新たな取組み等による中山間地域の特色を活かした収入確保 

・中山間地域の課題を捉えて地域が自ら作成した計画等を実現するために、ＩＣＴや

ＡＩを活用した生産の効率化、省力化などのデジタル技術の導入や新たな農業所得

確保に向けた創意工夫あふれる取組みを支援します。 

・気候や土質など中山間地域の多様な環境を活かした新たな農作物の導入や、高収益

農作物の生産、農作物の高付加価値化、販路開拓など、収益力向上や販売力強化に

関する取組みを支援します。 

・新たな農作物や既に中山間地域にある有力作物を導入した経営が早期に安定するよ

う、技術面・経営面においても継続して支援します。 

   

２ 農村ＲＭＯの形成促進による地域コミュニティの維持 

・県や市町村等関係者が連携し、地域コミュニティの機能を維持する農村ＲＭＯの形

成を進めます。 

・中山間地域等の協議会等による地域の話合いを通じた農用地保全、地域資源活用、

生活支援に係る将来ビジョンの策定や、ビジョンに基づく調査・計画・実証事業等

の取組みを支援します。 

・これまでの中山間地域に対する施策で得られた成功事例や、農村ＲＭＯの形成に着

手した先行地区の事例を、市町村をはじめ県内の中山間地域集落と共有するととも

に、研修会等により他の中山間地域にも波及させます。 

 

 

具体的な方策 

（１）地域資源を活用した元気で豊かな農村の実現 

①中山間地域の特徴を活かした「しごと」「くらし」づくり 

２ 中山間地域等の農村活性化 

取組方針（目指す姿） 
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［目標］ 

※１ デジタル技術を活用し、多様な内外の人材を巻き込みながら社会課題解決に向けて取組を積み重

ねることで活性化を図る地域。 

※２ 農村型地域運営組織（農村 RMO：Region Management Organization）とは、複数の集落の機能を補

完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等地域コミュニティの維

持に資する取組を行う組織。 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 3 3 ) ) 

「デジ活」中山間地域※１の登録数（地区） 

農村ＲＭＯ※２の形成に着手した地区数(地区) 

３ 

２ 

７ 

10 

13 

22 
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中山間地域等の農山漁村には、豊かな自然、食文化、歴史、景観等の地域資源が多数

存在しており、耕作条件応じた農業振興に取組みつつ、賦存する資源を活用した滞在型、

体験型の交流参加者の受入れ促進により中山間地域の活力を維持し、住民の誇りを醸成

するため、地域に内在する豊かな資源を活用したむらづくりを支援します。 

一方、農山漁村地域を応援したい都市住民等との交流を促進するため、地域ぐるみの

ツーリズム推進や農業者と都市住民等のニーズに沿ったツアー開発、県内農泊事業者間

の連携による都市住民等の受入れ体制強化や情報発信を支援します。また、田園回帰の

潮流を捉え、他地域の方々が中山間地域の担い手として活躍するための関係人口の拡大

や農業以外の人材・組織との連携強化など多彩な人的資源の流入・確保に向けた取組み

を推進します。 

 

 

 

１ 多様な人材の育成等を通じたむらづくりの推進 

・活力あるむらづくりを推進するため、多様な組織と連携しながら地域をコーディネー

トする人材を育成するための研修会等を開催するとともに、各地域に存在する人材の

交流促進や連携強化を図ります。 

・農業・農村体験を通して農業の楽しさを広める活動や農山漁村に滞在して農村をまる

ごと体験する農泊の取組みが継続的に行われるよう、地域ぐるみの活動支援や県内農

泊事業者の連携強化を促進します。 

 

２ 都市住民等の受入れ体制強化による関係人口拡大 

・農業の重要性や食料生産上の意義のみならず、土とふれあう楽しさや地下水涵養、生

物多様性等の環境学習など、次世代に向けた農業・農村の持つ機能への理解促進のた

め、子どもや都市住民を対象とした体験型の交流を支援するとともに、様々なニーズ

に対応した新たなツーリズム商品の開発等を推進します。 

 ・農業・農村体験や農泊等の魅力について、ホームページ「くまもとふるさと応援ねっ

と」やＳＮＳ等を活用した効果的な情報発信により、都市住民等との交流を促進しま

す。 

・農山漁村の地域住民自らによる景観保全や農村文化の伝承等を目指す活動を支援し、

農山漁村地域の魅力や付加価値を高めることにより、関係人口の拡大や移住・定住の

きっかけづくりを促します。 

 

 

 

具体的な方策 

（１）地域資源を活用した元気で豊かな農村の実現 

②都市と農村との交流による地域活力の向上 

２ 中山間地域等の農村活性化 

取組方針（目指す姿） 
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［目標］ 

※ 「農山漁村滞在型旅行」のこと。農山漁村に宿泊し、滞在中に地域資源を活用した食事や体験等を

楽しむ旅行の一形態を指す。（宿泊事業者のみを指すわけではなく、地域資源を活用した体験提

供事業者等を含む） 

 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 3 3 ) ) 

むらづくりへの主体的な取組みを志す人材

の数（人） 

農泊※の実践事業者数 

ＨＰ「くまもとふるさと応援ねっと」への

アクセス数（件） 

204 

 

126 

28,035 

 

360 

 

180 

30,100 

 

590 

 

 260 

33,400 
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生産の効率化と農業所得の向上に向け、収入の柱となる作物の導入等を進めるために

は、基礎となる基盤整備が不可欠です。 

このため、農業者が継続的に営農できるよう、地形条件や地元農家のニーズに応じた

きめ細かな基盤整備を進めるとともに、農地中間管理機構の活用などを進めながら、農

地集積の促進を図ります。 

また、中山間地域に多く存在する樹園地では、営農環境を改善し生産性を高めるため

の基盤整備を推進するとともに、多様な担い手等への農地集積を図るなど、産地維持の

取組みを推進します。 

 

 

 

１ 地域の実情に応じたきめ細かな基盤・施設整備の推進 

・等高線区画や用排兼用水路など地形条件に応じた基盤整備を推進します。また、推

進にあたっては生産性と自然環境、景観など多面的機能維持の双方に配慮します。  

・地域に適した作物への転換、地域営農組織設立や法人化の取組推進など、地域特性

や地域資源を生かした特色ある営農が展開できるよう、暗渠排水や農道拡幅等の営

農ニーズに応じたきめ細かな基盤整備を推進します。 

・法面の緩傾斜化や水路のパイプライン化などスマート農業導入に対応した基盤整備

を実施し、営農の省力化を推進します。 

・鳥獣害対策に対応した基盤整備を推進します。 

・農業者の自力施工も活用することで、農家の経済的負担を軽減できる小規模な基盤

整備を支援します。 

・畑地及び樹園地において、地域特性に応じたかんがい施設等の整備を推進します。 

・中山間地域の活性化を図るため、集落道路や集落排水路などの農村生活環境の整備

を推進します。 

 

２ 基盤整備を契機とした農地集積の推進・支援  

・地域計画で策定した目標地図や「くまもと水土里 GIS」を活用して担い手等の農業者

の現状を把握し、地域での話し合いを支援します。 

・地域営農組織の設立及び地域外からの多様な農業者の確保など、農地中間管理機構

を活用して農地集積を推進します。 

・基盤整備の実施にあたっては、農地集積に応じた促進費交付等により、農家負担を

軽減するなど、基盤整備を契機とした農地集積と担い手等の多様な農業者の確保・

育成を一体的に推進します。  

具体的な方策 

（２）次世代へ引き継ぐ農業生産の強化と農業・農村の多面的 

機能の維持・発揮 

①中山間地域における農地基盤整備と集積による基盤強化 

２ 中山間地域等の農村活性化 

取組方針（目指す姿） 

-70-



・樹園地における農作業の効率化を図るため、地域での話し合いを進め、基盤整備を

契機とした農地集積を推進します。  

 

［目標］ 

 ※基盤整備とは、土地改良法に基づく区画整理のこと。 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考年 

(R15(2033)) 

中山間地域における基盤整備※実施面

積（ha） 
 － 250 500 
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農業・農村の有する多面的機能は、県民に多くの恵みをもたらしています。その恵み

を将来にわたって県民が享受することができるよう、集落による共同活動の継続や拡大

を図り、農村における多面的機能の維持・発揮を図ります。 

そのために、美しい景観の保全や文化・コミュニティの維持・創造等を目的とした地

域活動を支援することで、環境、景観や文化を将来にわたって継承します。 

また、生産条件の厳しい中山間地域の農業生産活動の継続や地域活動の支援を行い、

引き続き農用地や水路・農道等の土地改良施設が保全されるよう取組みを進めます。 

さらに、本県には世界農業遺産や世界かんがい遺産、つなぐ棚田遺産など、数多くの

地域資源が存在しています。これらの資源を地域の人々や関係団体が連携して保全し、

活用する取組みを推進します。 

 

 

 

１ 農業・農村の有する多面的機能を維持する取組みの推進 

・多面的機能支払交付金を活用し活動組織が行う農業・農村の有する多面的機能の維

持・発揮に向けた取組みを支援します。また、「くまもと水土里 GIS」を活用して周

辺農地の状況を把握し、市町村、土地改良区、ＪＡ、あるいは農業者以外の団体な

どの関係機関と連携して、活動組織の広域化や非農家の参加促進等を進めながら取

組みの維持・拡大を後押しします。 

・生産条件が不利な中山間地域等において、耕作放棄を防止し、農地や集落を維持す

るため、中山間地域等直接支払交付金を活用し、複数の集落協定間でのネットワー

ク化やスマート農業による農作業の省力化等、農業生産活動の継続に向けた取組み

を支援します。 

・環境保全型農業直接支払交付金を活用し、より良好な農村環境の形成に向けて、農

業生産に由来する環境負荷の低減や地球温暖化防止、生物多様性保全等にも効果の

高い取組みを推進します。 

・長年にわたる農業の営みにより守られてきた農村の美しい景観を保全・継承するた

めの景観農業振興地域整備計画づくりの取組みを支援します。 

・農業農村整備事業の実施に当たっては、環境に関する情報収集や地域住民・有識者

との意見交換を通じて、農村地域の環境や景観等に配慮した整備を進めます。 

 

２ くまもとの農業遺産の継承と活用 

 ・世界農業遺産に認定された「阿蘇の草原の維持と持続的農業」の更なる認知度向上

や草資源を活用した農畜産物の販売促進、「食」を介して世界農業遺産の価値をわ

具体的な方策 

（２）次世代へ引き継ぐ農業生産の強化と農業・農村の多面的機

能の維持・発揮 

②多面的機能の維持・発揮 

２ 中山間地域等の農村活性化 

取組方針（目指す姿） 
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かりやすく発信します。これにより、消費者に阿蘇地域の農畜産物を積極的に選ん

で購入してもらう取組み等を行い、阿蘇地域循環型農業システムの継続を推進する

ことで、阿蘇の農業の価値を次世代へ継承する取組みを支援します。 

・農業の営みと景観、文化、生物多様性などと結びついた「世界かんがい施設遺産」

や「つなぐ棚田遺産」などの現在も活躍する歴史的な農業遺産が県内各地には数多

く残されています。これらの農業遺産の魅力を県民に発信するとともに、次世代に

継承する取組みを支援します。 

 

３ 棚田地域の振興 

・条件不利地の象徴である棚田とその周辺地域において一体的な維持・保全を進める

ため、棚田を保全すべき意義や資源としての価値等を広く県民へ啓発します。ま

た、地域内外の人材による草刈り等の棚田の保全活動や田植え体験等の交流活動を

支援し、地域の資源としての棚田の保全や活用を推進します。 

 

［目標］ 

 ※棚田地域振興法第７条に基づく地域 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 3 3 ) ) 

多面的機能支払制度の取組面積（ha） 

指定棚田地域※の振興に取り組む地域数 

70,347 

36 

71,600 

44 

73,500 

56 
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鳥獣被害防止対策は、地域の実情に合わせて、「生息環境管理」「侵入防止対策」

「有害鳥獣捕獲」等を総合的に組み合わせ、地域が主体となって対策に取り組むことが

重要です。このため、「地域ぐるみの鳥獣被害対策」を推進し、「えづけＳＴＯＰ！」

をキーワードに、正しい鳥獣被害対策の理解促進や対策技術の普及、鳥獣被害防止特措

法に基づき市町村等が行う被害防止の取組みを支援します。 

併せて、農作物被害防止のため、捕獲されたイノシシやシカ等の野生鳥獣の地域資源

としての利活用を推進します。このため、くまもとジビエコンソーシアムの活動を通じ

たジビエビジネスの確立を推進し、処理技術力の向上や安定供給体制の構築、消費者へ

のＰＲ・普及活動を一層強化し、「くまもとジビエ」のブランド化への取組みを加速さ

せます。 

 

 

 

１ 「地域ぐるみの鳥獣被害対策」の推進 

・「生息環境管理」として、地域ぐるみで鳥獣の生態や被害防止に関する正しい知識を

理解したうえで、鳥獣のエサとなるものやひそみ場の除去を行う「えづけＳＴＯＰ！

対策」を推進します。 

・「侵入防止対策」として、地域が一体となり守れる集落・守れる農地にすべく侵入防

止柵の計画的・効果的な設置を促進します。併せて、侵入防止柵の効果を継続的に発

揮するための維持管理に注力した資材の選定、管理体制の構築等への支援に取り組み

ます。 

・「有害鳥獣捕獲」として、「くまもと水土里 GIS」などの IT 技術を活用した野生鳥

獣の生息域や分布、被害や捕獲の実態の調査・分析に基づく、庁内関係部局と連携し

た地域間や広域での捕獲活動を推進します。 

 ・野生鳥獣による農作物被害が広域に及ぶ重点地域を設定し、地域一体的な被害防止対

策につなげていきます。 

 

２ 鳥獣被害対策を担う人材の育成・確保 

 ・県・市町村職員や農業関係団体職員を対象とした研修会等を通じた「えづけＳＴＯ

Ｐ！対策」の知識習得や地域の実態に応じた対策を実践できる人材の育成を推進し、

認定した「えづけをやめなん隊」による鳥獣被害対策の知識と技術の普及に取り組み

ます。 

 ・鳥獣被害対策において、集落や地域が主体的に取り組んでもらうための体制構築に取

り組みます。 

具体的な方策 

（２）次世代へ引き継ぐ農業生産の強化と農業・農村の多面的機

能の維持・発揮 

③鳥獣被害対策とジビエの利活用の推進 

２ 中山間地域等の農村活性化 

取組方針（目指す姿） 
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 ・学校教育と連携して、ジビエ利活用を含めた鳥獣被害対策における人材育成を推進し

ます。 

 

３ ジビエ利活用の推進と「くまもとジビエ」のブランド化 

・ジビエ利活用の普及拡大に向けて、ジビエ処理加工施設への技術支援や衛生管理向上

の普及、消費者へのＰＲ・普及を図り、安定供給に向けた体制整備、トレーサビリテ

ィの確立、ブランド化と販路の開拓を推進します。 

・捕獲された野生鳥獣の地域資源としての有効活用を加速するため、「くまもとジビエ

コンソーシアム」の活動支援を通じた「くまもとジビエ」のブランド化を促進しま

す。 

・ジビエ処理加工施設の整備や機能強化に向けた支援を通じ、県が定める衛生管理ガイ

ドラインに基づく適正処理による安全性や品質が確保された安定供給体制を構築し、

安全で安心なジビエの流通を促進します。 

 

 

［目標］ 

※くまもとジビエコンソーシアム構成員の処理加工施設（R5 時点で 17 施設） 

指標名 
基準年 

(R5(2023)) 

目標年 

(R9(2027)) 

参考 

( R 1 5 ( 2 0 3 3 ) ) 

野生鳥獣による農作物被害金額（百万円） 

ジビエ処理加工施設※における捕獲獣の処理

頭数（頭） 

538 

3,317 
  

510 

3,600 

 

420 

4,300 
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１ はじめに 

国は、食料安全保障の確保として、国内生産の増大を基本に、輸入及び備蓄を適切に

組み合わせ、安定的な食料供給に取り組んでいます。 

しかし、世界の食料需給の変動や地球温暖化の進行、国内人口の減少など、食料、農

業及び農村をめぐる情勢は刻々と変化しており、食料安全保障の強化は喫緊の課題の 

１つとなっています。 

 

２ これまでの取組み 

本県は、畜産、野菜、果樹、穀物等をバランスよく生産しており、全国に先駆けて農

地集積や担い手の育成などに取り組み、平時の生産力を強化してきました。また、農業

生産にあたっては、スマート農業技術の導入、農地の大区画化や水田の汎用化などの農

業生産基盤の整備による生産性・収益性の高い農業の実現だけでなく、くまもとグリー

ン農業をはじめとする環境にやさしい農業との両立も進めてきました。 

 その結果、図１に示したとおりバランスよく生産された農畜産物によって、日本の食

料の安全保障の一翼を担っています。 

 

３ 今後の取組み 

今後も、県産農畜産物の持つポテンシャルを最大限に発揮し、カロリー源としての食

料生産だけでなく、野菜や果実をはじめとする健康で充実した生活に欠かせない栄養を

含む農畜産物をバランスよく生産する県として、図２に示した取組みを継続し、「食の

みやこ熊本県」の創造を図るとともに、国の目指す食料安全保障の確立に貢献していき

ます。 

また、改正された食料・農業・農村基本法の基本理念を踏まえ、新たに開始される食

料の合理的な価格形成については、国と連携しながら生産から消費までの各段階におけ

る理解促進などに取り組み、本県の農畜産業の持続可能な成長につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トピック 

 食料の安全保障に係る本県の取組み 

図１ 農業産出額に占める品目別割合（令和５年（2023 年）） 

熊本県 全国 
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（参考） 

■本県の食料自給率の見通し 

 

 

 

 

    

■輸出の取組み 

 

 

 

 

 

   

カロリーベース 

(R4(2022))    60％ 

(R9(2027))    61％ 

生産額ベース 

(R4(2022))    142％ 

(R9(2027))    153％ 

農林畜水産物等の輸出額※ 

(R5(2023))    122.4 億円/年 

(R9(2027))      140 億円/年 

図２ 食料の安全保障の確立に向けた国と県の主な取組み 

国 県

➢担い手の確保・育成
○認定農業者数9,913経営体(R5・全国3位） ○新規就農者376人（R5）

➢農地集積・集約化の推進（担い手への集積率 54.3％（R5））、地域計画の着実な策定

➢地域の実情に応じた地域営農組織づくり

➢スマート農業技術の推進（水稲栽培におけるスマート農業活用面積の割合 25％ (R5)）

➢大区画化、汎用化をはじめとする農業生産基盤の整備（R5までの整備済み面績（田）38,915ha)

➢排水機場の更新・整備

➢輸出の取組み拡大（農畜産物54億2百万円(R5)）

➢需要に応じた米の生産と水田の有効利用
○高品質・良食味米の生産拡大 ○麦・大豆の生産拡大 ○加工用米及び新規需要米（WCS用稲 全国1位）

➢畜産物、自給飼料の生産拡大
○消費者ニーズを踏まえた牛の生産（褐色和種の増頭）

○自給飼料の作付面積拡大（青刈りトウモロコシ3,30ha (R5)）

➢耕畜連携の推進等（堆肥の広域流通82.1ｔ(R4)）

➢健康的で栄養バランスの取れた食事に貢献する野菜や果樹などの生産振興

➢環境に優しい農業技術の推進
（化学肥料の削減割合（Ｈ28年比％）3.7％、化学農薬の削減割合（R元年比％）6.2％）

➢未利用資源を活用した指定混合肥料の開発支援

構造転換対策
・麦・大豆などの国産転換
・生産資材の国内代替転換等

・担い手確保・経営基盤強化

・スマート技術等の実用化
・食料システム構造の転換

（適正価格・食品アクセス等）

県内生産の増大１

生産から消費までの連携促進３

生産基盤等の供給能力の確保２

➢くまもと県南フードバレー ステージ２

➢効率的な輸送体制の構築（県域農産物集出荷システム導入、集出荷施設のパレット輸送対応）

➢地産地消の推進

➢６次産業化の推進

➢合理的な価格形成（国と連携し生産から消費までの各段階における理解促進）

Ｉ 食料の安定供給

○輸入

○国内の農業生産増大

○備蓄

Ⅱ 輸出

食料供給困難事態対策法
不測時

平時

６次産業化関連販売金額861億円(R4・全国4位)

  ※出典「くまもと新時代共創総合戦略」重要業績評価指標(農畜産物以外も含む) 

  ※令和４年度(2022 年度)は、国が公表した数値（概算値）。令和 9年度(2027 年度)は県で試算。 
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（参考資料）計画と SDGs との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

 (1) 担い手の確保・育成と経営 

基盤強化 
 ○ ○ ○ ○  

 
(2) 農畜産物の生産性向上・競争 

力強化 
 ○   ○  

 (3) 農畜産物の高付加価値化・販売力強化  ○     

 
(4) 環境に優しく変化に対応した 

生産体制の確立 
 ○    ○ 

２ 中山間地域等の農村活性化 

 
(1) 地域資源を活用した元気で 

豊かな農村の実現 
 ○ ○    

 (2) 次世代へ引き継ぐ生産基盤や 

多面的機能の強化・発揮 
 ○     

       

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

 (1) 担い手の確保・育成と経営 

基盤強化 
 ○ ○ ○  ○ 

 
(2) 農畜産物の生産性向上・競争 

力強化 
 ○ ○   ○ 

 (3) 農畜産物の高付加価値化・販売力強化  ○ ○   ○ 

 
(4) 環境に優しく変化に対応した 

生産体制の確立 
 ○ ○  ○ ○ 

２ 中山間地域等の農村活性化 

 
(1) 地域資源を活用した元気で 

豊かな農村の実現 
 ○ ○  ○ ○ 

 (2) 次世代へ引き継ぐ生産基盤や 

多面的機能の強化・発揮 
 ○ ○  ○ ○ 

      

１ 持続的で活力あふれる稼げる農畜産業の実現 

 (1) 担い手の確保・育成と経営 

基盤強化 
  ○  ○ 

 
(2) 農畜産物の生産性向上・競争 

力強化 
  ○  ○ 

 (3) 農畜産物の高付加価値化・販売力強化   ○  ○ 

 
(4) 環境に優しく変化に対応した 

生産体制の確立 
○  ○  ○ 

２ 中山間地域等の農村活性化 

 
(1) 地域資源を活用した元気で 

豊かな農村の実現 
  ○  ○ 

 (2) 次世代へ引き継ぐ生産基盤や 

多面的機能の強化・発揮 
  ○  ○ 
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■参考資料(専門用語) 
 

あ行 

○ アフリカ豚熱 

   ＡＳＦウイルスが豚やいのししに感染する伝染病であり、発熱や全身の出血性病変を特

徴とする致死率の高い伝染病。我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定

され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。 

○ 暗渠
あんきょ

排水
はいすい

 

農地の地下水位の低下を目的とし、地中に埋設した施設。使用する材料によって、無材

暗渠、簡易暗渠（石礫、もみ殻）、本暗渠（土管やプラスチックの有孔管）がある。 

 

○ 育成就労（制度）  

国内の人手不足分野における人材確保と人材育成を目的とする制度で、受入れ対象は特

定技能と同じ農業を含む16分野が対象。 

育成期間(在留期間)は原則 3 年。技能や日本語能力の試験に合格すれば在留資格「特定

技能1号」への移行が可能となっている。 

 

○ 親元就農 

親族が経営する農業経営体に就農すること。 

か行 

○ 海岸保全施設 

都道府県知事が指定した海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜そ

の他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設をいう。 

 

○ 価格安定制度 

農畜産物の市場価格等の変動に伴い、生産者が負うリスクを軽減するためその価格が著

しく低下した場合に補給金等を交付することにより、農家の経営安定と消費者への安定供

給を図る制度。 

 

○ 家畜伝染病（法定伝染病） 

牛・馬・豚等の家畜がかかる感染症で、特に伝染力が強く被害が大きいため、家畜伝染

病予防法で規定しているもの。口蹄疫・豚熱・アフリカ豚熱・高病原性鳥インフルエンザ

など28種。同法施行規則で規定される牛流行熱・破傷風・馬鼻肺炎など71種の届出伝染病

と合わせて監視伝染病とも言う。 

 

○ 環境にやさしい農業 

 土づくりを行い化学合成農薬や化学肥料の削減を行うなど環境にやさしい農業を行うこ

と。 

 

○ 環境保全型農業 

農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通
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じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業 

 

○ 基幹的農業従事者 

15歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している者のこと。 

 

○ くまもとグリーン農業 

熊本県が推進する「環境保全型農業」のこと。土づくりを基本として、慣行農法に比べて

化学肥料や化学合成農薬を削減するなど環境にやさしい農業と定義。 

 

○ くまもとジビエ 

ジビエ（仏：gibier）とは、狩猟で捕獲された野生鳥獣の食肉のこと。熊本県では、県内

で捕獲され、食品営業許可を得た県内施設で処理加工され、熊本県イノシシ肉・シカ肉衛生

管理ガイドラインに 沿って処理加工された野生イノシシ肉及びシカ肉のこと。 

 

○ 熊本県地下水と土を育む農業推進条例 

本県の豊かな地下水と肥沃な土を本県の宝と位置づけ、地下水と土を育む農業が健全に 

営まれることにより守り育んでいくことを目的として、平成27年(2015 年)３月に制定、４

月１日に施行された条例。 

 

○ 熊本県地産地消協力店 

 県民が県産品の購入・利活用をすすめていくために、店舗独自の自主的な取組みにより

県産品の良さをＰＲする販売店、飲食店。 

 

○ くまもと地産地消推進県民条例 

地産地消の推進に関する基本理念を定めるとともにとともに、県の責務並びに市町村、

生産者、事業者及び県民の役割を明らかにすることにより、本県における農林水産業の持

続的な発展及び豊かな県民生活の実現を図っていくことを目的として平成21年(2009 年)3

月に制定された県議会議員提案による条例。 

 

○ 熊本県土地改良区統合整備計画 

県では、土地改良区の運営基盤強化や組合員負担金（賦課金）の二重賦課解消等に向け、

土地改良区の統合整備を進めており、その具体的な推進方針や目標を「熊本県土地改良区統

合整備計画」として定めている。 

 

○ 熊本県農業経営・就農支援センター 

  令和７年（2025 年）４月から経営相談、新規就農、経営継承の各センター機能を一本化

し、より密な相互連携を図りながら、ワンストップでの伴走支援を行う。後継者候補がい

る農業者に対して、しっかりと継承手続き等を支援し、着実な世代交代につなげる。 

 

○ くまもとの赤 

本県は全国有数の食料生産県として多様な農林水産物が生産されており、トマト、あか

牛、真鯛など「赤」をイメージさせる農林水産物が多数存在している。 

このため、「赤」をイメージする本県農林水産物を対象に「くまもとの赤」ブランドとし

て全国に発信し、県内外で認知度を向上させる取組み。 
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○ くまもと農業アカデミー 

意欲ある農業者の学び直しの場（リカレント教育）として、県や大学、農業関連企業など

様々な機関が農業技術等の幅広いテーマで開催する講座。 

 

○ くまもと農業経営塾 

県内の意欲ある農業者を対象に、経営者精神、リーダーシップ、マーケティング、マネジ

メントに関する能力を磨き、将来、県の農業を担うトップリーダーを育成するために開設

した講座。 

 

○ くまもとふるさと食の名人 

郷土の料理などについて卓越した知識・経験・技術等を有するとして知事が認定し、そ

の伝承活動や農林水産業の理解促進活動などに取り組んでいる者。 

 

○ 耕作放棄地 

農林水産省の統計調査における区分。農林業センサスにおいては、以前耕地であったも

ので、過去１年以上作物を栽培せず、数年の間に再び耕作する考えのない土地をいう。 

なお、これに対して、過去１年間全く作付けしなかったが、ここ数年の間に再び耕作す

る意思のある土地は不作付け地といわれ、経営耕地に含まれる。 

 

○ 耕畜連携 

耕種農家と畜産農家が連携して行う飼料の生産や堆肥の還元による資源循環型農業の取

組みのこと。耕種農家が生産する飼料用稲（稲ＷＣＳ、飼料用米）や稲わらを畜産農家が飼

料として利用したり、家畜排せつ物由来のたい肥を耕種農家が有機物資源として土づくり

に有効利用している。 

 

○ 国土強靱化 

  どのような災害が発生しても、被害を最小限に抑え、迅速に復旧・復興できる、強さとし

なやかさを備えた国土・地域・経済社会を構築すること。 

さ行 

○ 指定棚田地域 

自治体が作成する「棚田地域振興計画」に対し、国が指定する地域。指定棚田地域に対し

ては、国の補助事業などの優先採択や要件緩和等の優遇措置が講じられる。 

 

○ 収入保険制度 

農業保険法に基づき、平成31年(2019年)１月から開始した国の公的保険制度で、農業経

営の安定を図るため、品目にとらわれず、自然災害による収量減少による収入減少はもち

ろん、価格低下など農業者の経営努力では避けられない収入の減少を補てんするもの。 

 

○ 食料自給率 

国内の食料消費について国内の農業生産でどの程度賄えているかを示す指標であり、その

示し方として「カロリーベース総合食料自給率」、「生産額ベース総合食料自給率」の２通

りが用いられる。 
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「カロリーベース総合食料自給率」･･重さが異なる全ての食料を足し合わせ計算するため

に、その食料に含まれるカロリーを用いて計算し

た自給率の値。 

 

「生産額ベース総合食料自給率」････カロリーの代わりに、価格を用いて計算した自給率

の値。比較的低カロリーであるものの、健康を維

持、増進する上で重要な役割を果たす野菜やくだ

ものなどの生産等がより的確に反映されるという

特徴がある。 

 

○ 水田の汎用化 

水田として利用してきた農地を水稲作及び畑作のいずれにも利用できるようにすること。 

 

○ ストックマネジメント 

農業水利施設等について、管理段階から、施設の劣化状況等の調査・評価の結果を踏まえ

た対策・実施とその後の評価、モニタリングまでをデータベースに蓄積された様々なデータ

を活用しながら進めることにより、リスク管理を行いつつ施設の長寿命化とライフサイクル

コストの低減を図るための技術体系及び管理手法の総称。 

 

○ スマート農業 

  ロボット技術や情報通信技術(ＩＣＴ)を活用して、省力化・精密化や高品質生産の実現

を目指す新たな農業のこと。農業の現場における課題の一つである労働力不足が深刻化す

る中、スマート農業を活用することにより、農作業の省力・軽労化や、生産性の飛躍的向

上、高品質な農産物の安定生産などが期待される。 

 

○ 生産農業所得 

農業生産によって社会経済的にみて、どれだけの価値が生み出されたかを示す指標で、

農業産出額から物的経費（減価償却費及び間接税を含む。）を控除し、補助金等を加味した

農業純生産額（付加価値額）。 

 

○ 世界農業遺産 

国連食糧農業機関が、次世代に継承すべき重要な農林水産業や生物多様性、農業景観を有

する地域をシステムとして認定するもの。阿蘇地域は「阿蘇の草原の維持と持続的農業」と

して平成25年(2013年)5月に認定。 

 

○ 創造的復興 

  災害発生後、単に元あった姿に戻すだけでなく、地域の将来を見据え、更なる発展につな

がるような取組みを進めること。 

た行 

○ （農業の有する）多面的機能 

国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農

業生産活動が行われることにより生ずる、食料その他の農産物の供給の機能以外の多面に

わたる機能。 
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○ 多面的機能支払制度 

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図ることを目的に、農業者や地域住民等が

行う法面の草刈り、水路の泥上げなどの農地・農業施設の管理活動、植栽による景観形成な

どの地域住民と連携した共同活動、水路、農道等の補修・更新を支援するための制度。 

 

○ 地域営農組織 

生産組織のうち集落あるいは集落を超えた旧市町村など自然的、地縁的なまとまりのある

範囲やライスセンター（米麦を収穫した後、乾燥する施設）などの農業生産を行う範囲を単

位として、地域の土地利用調整を前提とし効率的かつ安定的な営農を行う組織。 

 

○ 地域計画 

これまで、地域の話合いによって作成・実行してきた「人・農地プラン」を法定化し、目

指すべき将来の農地利用の姿を明確化した計画のこと。 

計画実現のため、地域内外から農地の受け手を幅広く確保するとともに、農地バンクを活

用した農地の集約化等が進められる。 

 

○ 地域資源活用・地域連携熊本サポートセンター 

６次産業化等の取組みにつながる案件の発掘から事業化まで、農林漁業者による６次産業

化等の取組みに対して総合的なサポートを行う機関。 

 

○ 地下水と土を育む農業 

「熊本県地下水と土を育む農業推進条例」第２条で定義する、土づくりを行うことにより

化学肥料及び農薬の使用を減少させ又は原則として使用しない取組み、家畜排せつ物を使用

した良質な堆肥を生産及び流通させる取組み、飼料用米等の生産とその飼料の利用による畜

産物の生産等及び農作物を作付しない期間における湛水等水田を有効活用に寄与する取組

みのいずれかの取組みを行う農業であって、地下水の水質、水量の保全又は地力の増進に資

すると認められる農業。 

 

○ 中山間地域 

山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な

地域のこと。なお、農林水産省では、統計上、「山間農業地域」と「中間農業地域」を「中

山間地域」としている。また、法律上では、特定農山村法、山村振興法、過疎地域活性化特

別措置法、半島振興法、離島振興法の５法指定地域が対象となる。 

 

○ 中山間地域等直接支払制度 

中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、農業・農村の多

面的機能を確保するため、自然的・社会的・経済的条件の不利な地域で農業生産活動を行う

農業者などに対し、直接支払交付金が交付される制度。 

 

○ 地理的表示保護制度（ＧＩ） 

 農林水産物・食品等の名称であって、品質、社会的評価その他の確立した特性が産地と

結びついている産品について、その名称を知的財産として国が保護する制度（平成 27 年

(2015 年)６月施行）。 
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○ 特定技能外国人材 

    深刻な人材不足に対応するため、平成 31 年(2019 年)４月に創設された新たな在留資格

「特定技能」に基づき、就労する外国人材。技能実習生が技能実習２号を良好に修了して

いる場合には、特定技能へ移行することができ、最長５年間在留できる。 

 

○ 土地改良区 

土地改良法に基づき都道府県知事の認可を得て設立される公的団体で、土地改良事業の事

業主体となるばかりでなく、できあがった施設の管理まで行うことができる。 

 

○ 土地改良施設 

  農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設のこと。貯水池、

頭首工、排水機場、水路等が該当する。 

 

○ トレーサビリティシステム（生産流通履歴情報システム） 

食品などの生産や流通に関する履歴情報を追跡・遡及することができるシステムのこと。 

な行 

○ 認定研修機関 

就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等であると県が認めた研修機関のこ

と。 

 

○ 認定農業者 

計画的に自らの農業経営の改善を図っていこうとする農業者が、おおむね５年後を見通

した「農業経営改善計画」を作成し、市町村長等の認定を受けた者。 

 

○ 農業委員会 

「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される独立の行政委員会で、主に

合議体としての意思決定を行う農業委員（推薦・公募の実施後、議会の同意を経て市町村

長が任命）と、現場活動を積極的に行う農地利用最適化推進委員（農業委員会が定める区

域ごとに推薦・公募を実施後、農業委員会が委嘱）によって構成される組織。 

農業委員会は、農地法等の規定により専属的な権限を行使する法令業務の執行機関及び

担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進の取組みを行う農

地利用の最適化の推進・実施機関としての役割を担っている。 

 

○ 農業共済組合 

農業保険法に基づき農業保険制度を運営する農業団体。 

 

○ 農業経営改善計画 

農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者になるために市町村に提出する計画。 

農業経営の現状、５年後に実現を目指す農業経営の改善に関する目標、目標を達成する

ためにとるべき措置を記載する。 

 

○ 農業産出額 

都道府県を推計単位とし、農産物の生産量及び価格に関する諸統計等を用いて、都道府県
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別の品目ごとの生産量に、品目ごとの農家庭先販売価格（消費税を含む。）を乗じて求めた

もの。 

 

○ 農業就業人口 

15歳以上で農業のみに従事した者及び農業とその他の仕事の両方に従事したが農業従事

日数の方が多い者。 

 

○ 農業水利施設 

農業用水を水源から取水し、農地へ運び農地からの排水を河川や海まで運ぶための施設。 

例：頭首工（取水堰）、揚水機場（揚水ポンプ）、用水路、排水路、排水機場（排水

ポンプ）、樋門等 

 

○ 農業生産資材価格指数 

農家が購入する農業生産に必要な資材の小売価格を指数化したもの。 

 

○ 農業法人 

「法人形態」によって農業を営む法人の総称。この農業法人には、「農事組合法人」と「会

社法人」の２つのタイプがある。農地や採草放牧地を利用して農業経営を行う場合は、農地

所有適格法人であることが必要。 

 

○ 農業保険制度 

農業保険法に基づき、農業経営の安定を図るため、収入保険制度と農業共済制度からな

る国の公的保険制度。 

 

○ 農産物価格指数 

農家が販売するそれぞれの農産物の価格を総合的に把握するため、基準年を基に算出した

指数。 

 

○ 農村型地域運営組織（農村RMO：Region Management Organization） 

複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活

支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行う組織。 

 

○ くまもと水土里ＧＩＳ（農地情報図） 

 地図と農地や水路などの図形情報、農地の地番や作物名などの文字情報、航空写真などの

画像情報を結び付けて、コンピュータ上に再現し、位置や文字情報からの検索・各種情報の

重ね合わせ・分析・分かりやすい地図表現等を行うシステム。 

 

○ 農地中間管理機構  

農業経営を縮小する農家や相続した農地の借り手を探している方などから農地を借り受

けて、地域の担い手農家などに貸し出しを行い、担い手への農地の集積・集約化を進めて

いく機関。 

本県では、公益財団法人熊本県農業公社が、平成26年(2014年)３月に県から「農地中間

管理機構」として指定を受け、平成26年(2014年)４月１日から業務を開始。  
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○ 農福連携 

 障がい者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現

していく取組み。 農福連携に取り組むことで、障害者等の就労や生きがいづくりの場を生

み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保に

つながることが期待されている。 

 

○ 農用地区域 

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域内において今後相当長期にわ

たり農業上の利用を確保すべき土地として市町村が農業振興地域整備計画で用途（農地、

採草放牧地、農業用施設用地等）を定めて設定する区域のこと。 

は行 

○ 排水機場 

地域の排水をポンプによって強制排水するための施設。大雨等により地域の水位が上昇

し、自然排水が困難となった場合、逆流を防ぐために水門を閉め、大型ポンプにより、海や

河川へ強制排水して農地や宅地への浸水被害を軽減する。 

 

○ 販売農家 

経営耕地面積が30ａ以上、または農作物販売金額が50万円以上の農家。 

 

○ 日持ち性向上対策品質管理（花き） 

 農林水産省が実施する日持ち性向上品質管理認証（通称：リレーフレッシュネス認証）に

向けた取組み。花きに携わる個人や団体を対象に、作業場、バケツ等の清潔度、温度管理、

鮮度保持剤の適正な使用など、約20項目の基準を基に審査が行われ、生産部門、流通部門、

小売部門それぞれに認証が与えられる。 

 

○ 豚熱 

ＣＳＦウイルスの感染による豚とイノシシの病気。強い伝染力と高い致死率が特徴で、

家畜伝染病予防法において家畜伝染病に指定されている。このため、発生した農場では、

飼養豚等を対象に防疫措置を行うこととされている。 

ま行 

○ みどりの食料システム（戦略） 

食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるため、中長

期的な観点から戦略的に取り組む国の政策方針。 

令和32年（2050年）までに目指す姿として、農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現、

化学農薬使用量（リスク換算）の50%低減、化学肥料使用量の30%低減、耕地面積に占める有

機農業の取組面積の割合を25%に拡大等、14の数値目標を掲げている。 

や行 

○ 有害鳥獣 

人や家畜及び農作物などに被害を与える鳥獣のことで、クマ、シカ、イノシシ、サル、カ

ラスなどが農地や集落等に入り込み、何らかの害を及ぼす場合にいう。 
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○ 有機農業 

 「有機農業の推進に関する法律」（平成 18 年法律第 112 号）の第二条において、有機

農業は次のように定義される。「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並び

に遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷を

できる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業」。 

ら行 

○ ライフサイクルコスト 

農業水利施設等について、その建設に要する経費に、供用期間中の運転、補修等の維持管

理に要する経費及び廃棄に要する経費を合計した金額。 

 

○ ６次産業化 

農業者が生産（第１次産業）、加工（第２次産業）、販売・流通（第３次産業）の一体化

により付加価値を増大させる経営の多角化の取組みのこと。 

英字 

○ ＡＩ（Artificial Intelligence） 

  人工知能（AI）とは、人間の知的ふるまいの一部をソフトウェアを用いて人工的に再現

したもの。経験から学び、新たな入力に順応することで、人間が行うように柔軟にタスク

を実行する。 

 

○ ＧＡＰ（Good Agricultural Practice） 

農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿って、

農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活

動のこと。 

 

○ ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Control Point） 

食品等事業者自らが原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚

染、金属の混入などの危害要因を分析（ＨＡ）した上で、危害の防止につながる特に重要な

行程（ＣＣＰ）を継続的に監視・記録する工程管理システム。 

 

○ ＩＣＴ（Information and Communication Technology） 

  情報通信技術のこと。ＩＣＴは各種産業への普及が期待できるが、農業では農業機械のＧ

ＰＳナビゲーションシステムや施設園芸における複合環境制御などへの導入が期待される。 

 

○ ＩｏＴ（Internet of Things） 

  様々な「モノ（物）」が自律的にインターネットに接続され（単に繋がるだけではなく、

モノがインターネットのように繋がる）、情報交換することにより相互に制御する仕組み。 

 

○ ＷＣＳ（Whole Crop Silage） 

とうもろこしや稲のように、従来は子実をとることを目的に作られた作物を、繊維の多

い茎葉部分と栄養価の高い子実部分を一緒に収穫してサイレージに調整したもの。こうし

て利用することにより、乳用牛や、肉用牛にとってバランスがとれた栄養収量の高い飼料

生産が可能となる。 
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